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電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令案 

（令和５年３月８日 諮問第５号） 

 

［携帯電話用周波数の再割当てに係る円滑な周波数移行に関する制度整備］ 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （松田課長補佐、砂川係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 

                       （榎周波数調整官、田中主査、山岸主査、高梨官） 

                         電話：０３－５２５３－５９０９ 
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諮問第５号説明資料 

電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令案 

（携帯電話用周波数の再割当てに係る円滑な周波数移行に関する制度整備） 

 

１ 諮問の概要  

 

総務省は、令和２年 11月から「デジタル変革時代の電波政策懇談会」（座長：三友仁志 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 教

授）を開催し、令和３年８月に、その検討結果が報告書として取りまとめられた。本報告書を踏まえ、令和４年電波法改正において、

以下３つの場合に、携帯電話等の電気通信業務用基地局が使用している周波数の再割当てを行う制度が創設された。 

 ① 電波の有効利用の程度が一定の基準を満たさないとき 

 ② 開設指針制定の申出があったとき（競願の申出） 

 ③ 電波の公平かつ能率的な利用を確保するための周波数の再編が必要と認めるとき 

 

これを受け、総務省は、「携帯電話用周波数の再割当てに係る円滑な移行に関するタスクフォース」（主任：相田仁 東京大学大学院

工学系研究科 教授）（以下「タスクフォース」という。）を開催し、再割当要望のあったプラチナバンドを念頭に、開設指針制定の申

出が行われ、開設指針を制定することが決定した場合の「移行期間」、「移行費用の負担の在り方」等について検討を行った。 

本件は、タスクフォースの検討結果として、令和４年 12月に取りまとめられた「携帯電話用周波数の再割当てに係る円滑な移行に

関するタスクフォース 報告書」において措置が必要とされた事項等について、所要の改正を行うための省令案について諮問するも

のである。 

 

２ 省令改正概要  

 

以下のとおり関係省令について所要の改正を行う。 
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※必要的諮問事項はゴシック体 

１．開設指針の制定の要否の決定に当たって勘案する事項の追加 

総務大臣が、開設指針の制定の申出を受けた場合に、当該開設指針の制定の要否の決定にあたって勘案する事項として、以下の

ものを追加する。 

 割当可能性のある周波数の有無（申出周波数の電波と同等と認められる電波の周波数について、新たな割当てが現に可能である

か否かの別又は早期に可能となる見込み）【電波法施行規則（昭和 25年電波監理委員会規則第 14 号）第 21 条の２第６項第５号】 

 申出周波数に係る認定計画がその認定を受けた日から開設指針の制定の申出があった日までの期間【電波法施行規則第 21 条の

２第６項第６号】 

 
２．標準的な移行期間を超える場合の措置に係る制度整備 

（１）原則５年間とされている再免許の有効期間を短縮することができる場合として、再割当てが行われたときにおける既存免許人

の無線局について再免許をするときを追加する。【電波法施行規則第９条第３号】 

（２）既存免許人が再免許を申請する際の添付書類の記載事項を追加 

再免許申請書の添付書類の記載事項について「使用周波数の移行計画の進捗状況」を追加する。【無線局免許手続規則（昭和25

年電波監理委員会規則第15号）第16条の２第１項第７号及び別表第二号第２注５(６)】 

特定無線局の再免許申請書の添付書類の記載事項に「使用周波数の移行計画の進捗状況」を追加する。【無線局免許手続規則第

20条の９第１項第６号及び別表第二号の四注10(３)】 

 

３ 施行期日  

 

答申を受けた場合は、速やかに改正予定。（令和５年３月中に公布日施行予定） 

 

４ 意見募集の結果 

  

本件に係る行政手続法（平成５年法律第 88 号）第 39 条第１項の規定に基づく意見公募の手続については、令和４年 12 月 28 日

（水）から令和５年１月 31日（火）までの期間において実施済みであり、６件の意見の提出があった。 
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電波法施行規則及び無線局免許手続規則の
一部を改正する省令案

令和５年３月 総務省

諮問第５号参考資料



4改正案の概要①

１．改正案の背景

令和４年２月から開催された「携帯電話用周波数の再割当てに係る円滑な移行に関するタスクフォース」において、開設指針の制定の
申出が行われた場合の「開設指針の制定の要否の決定にあたって勘案する事項」、開設指針を制定することが決定した場合の「標準的な
移行期間を超える場合の措置」等について検討が行われた結果、同年12月27日に報告書が公表されたところ、同報告書において示された
下記事項について、必要となる省令等の改正を行うもの。

開設指針の制定の要否の決定にあたっては、以下の点に留意すべきである。

• 再割当ての対象とする周波数の選定にあたっては、既存免許人の使用期間を踏まえること。

• 申出に係る周波数帯において、携帯電話システムに割り当てる可能性のある周波数の有無。

(1) 開設指針の制定の要否の決定にあたって勘案する事項について

移行期間中の既存免許人の無線局の再免許にあたっては、

• 認定日以降の既存免許人の無線局の再免許の有効期間を１年とすること。

• 既存免許人の無線局の再免許の際に、移行計画の進捗状況及び電波監理審議会の評価結果を勘案すること。

(2) 標準的な移行期間※を超える場合の措置について

※標準的な移行期間については、電波法の免許の有効期間が５年間であり、再免許が保証されていないことを勘案し、
再割当ての時点から５年間が適当とされたところ。
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３．今後のスケジュール

【電波法施行規則の一部改正】

• 原則５年間とされている再免許の有効期間を短縮することができる場合として、再割当てが行われたときにおける既存免許人の
無線局について再免許をするときを追加する。

【無線局免許手続規則（昭和25年電波監理委員会規則第15号）の一部改正】

• 既存免許人が再免許を申請する際の添付書類の記載事項について、「使用周波数の移行計画の進捗状況」を追加する。

(2) 標準的な移行期間を超える場合の措置について

施行期日：答申を受けた場合は、速やかに改正予定。（令和５年３月中に公布日施行予定）

【電波法施行規則（昭和25年電波監理委員会規則第14号）の一部改正】

• 総務大臣が、開設指針の制定の申出を受けた場合に、当該開設指針の制定の要否の決定にあたって勘案する事項として、
以下のものを追加する。

 割当可能性のある周波数の有無
（申出周波数の電波と同等と認められる電波の周波数について、新たな割当てが現に可能であるか否かの別又は早期に可能となる見込み）

 申出周波数に係る認定計画がその認定を受けた日から開設指針の制定の申出があった日までの期間

(1) 開設指針の制定の要否の決定にあたって勘案する事項について

２．改正案の概要



6【参考】 再割当てが行われる場合の手続

開設指針の制定の申出
開設指針の制定の

要否の検討

制定の要否の勘案事項を追加

（電波法施行規則の一部改正）

開設指針の制定の
要否の決定

（電波監理審議会に諮問）

開設指針の制定

（電波監理審議会に諮問）申出人・
既存免許人への

意見聴取

移行期間中 周波数の使用期限到来後

無
線
局
数

周波数の再割当て

（開設計画の認定）
移行計画の策定

移行期間

時間

既存免許人の無線局

新規認定開設者の無線局

免許の
有効期限

免許の
有効期限

周波数の
使用期限

新規認定開設者が
特定基地局を順次開設

既存免許人が
レピータ交換等を順次実施

（無線局数は漸減）

既存免許人が
使用期限までに移行を完了

・申請時の添付書類の記載事項を追加
・再免許の有効期間の短縮を可能とする
（電波法施行規則、無線局免許手続規則の一部改正）

・臨時の利用状況調査に
基づいて、事業者が
総務大臣に報告

・電波監理審議会の有効利用
評価の中で内容を評価

再免許

標準的な移行期間を超える場合の周波数移行のイメージ

・利用状況調査に基づいて、
事業者が進捗状況を
総務大臣に報告

・電波監理審議会の有効利用
評価の中で進捗状況を評価

再免許にあたっては、
・有効利用評価の結果
・移行計画の進捗状況
等を勘案

再免許
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円滑な周波数移行を確保するためには、開設計画の審査において優位と判断された新規認定開設者による周波数利用が早期に開始
できるようにすることが望ましく、既存免許人の全ての無線局が使用期限ぎりぎりまで運用を続けることは適当ではない。既存免許人は、
周波数の使用を停止するための作業を順次実施し、既存免許人の無線局を漸減させていくことが必要である。
このため、以下の措置を講ずることが適当である。

① 周波数の移行計画の策定・進捗管理
（ア）移行計画の策定
 既存免許人以外の者への再割当て決定後、総務省は、既存免許人に対し、開設指針で設定された周波数の使用期限、

新規認定開設者の開設計画の内容等を踏まえた移行計画の報告を求める。
 総務省は、既存免許人が策定した移行計画について、専門的な知見を有する者等の第三者による確認を行う。

（イ）移行計画の進捗管理
 総務省は、電波の利用状況調査の一環として、既存免許人に対し移行計画の進捗状況の報告を求める。
 有効利用評価の一環として、電波監理審議会は、移行計画に照らして、予定通り移行計画が進んでいるかなど、

移行計画の進捗状況の評価を行う。
なお、移行計画については、円滑な移行を確保するため、標準的な移行期間とする場合においても策定することが必要である。

② 移行期間中の既存免許人の無線局の再免許
（ア） 認定日以降の既存免許人の無線局の再免許の有効期間を１年とする。
（イ） 総務省は、既存免許人の無線局の再免許の審査の際に、移行計画の進捗状況及び電波監理審議会の評価結果を勘案する。

携帯電話用周波数の再割当てに係る円滑な移行に関するタスクフォース報告書（抜粋）

(1) 開設指針の制定の要否の決定にあたって勘案する事項について

再割当の対象とする周波数幅の決定にあたっては、申出人の契約者数やトラヒック量等を勘案することが適当である。また、今回の
改正電波法で再割当制度が導入されたことに伴い、開設計画の認定の有効期間が５年から 10 年に延長されたことを踏まえ、既存免許人
による周波数の使用期間についても考慮することが必要である。なお、再割当ては電波の有効利用を促進する観点から有効な方策である
が、申出のあった周波数と同一の特性を持つ周波数において、携帯電話システムに割り当てる可能性のある周波数がある場合は、その活
用についても考慮することが必要である。

以上から開設指針制定の要否の決定にあたっては、以下の点に留意すべきである。
 申出人による有効利用の程度の見込みが電波監理審議会による既存免許人の有効利用評価の結果と同等以上であること

（例えば有効利用評価の結果が「A」の場合、申出人による有効利用の程度の見込みが「A」以上であること）。
 再割当ての対象となる周波数幅については、申出人の割当済みの周波数幅、契約者数、トラヒック量等を勘案し、必要十分な周波数幅

とすること。
 改正電波法による開設計画の認定期間が従来よりも延長されたこととの均衡を考慮し、再割当ての対象とする周波数の選定にあたって

は、既存免許人の使用期間及び有効利用評価の結果を踏まえること。
 申出に係る周波数帯において、携帯電話システムに割り当てる可能性のある周波数の有無

(2) 標準的な移行期間を超える場合の措置について

7【参考】 改正案に関するタスクフォース報告書
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「電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等」に対する意見募集の結果及び意見に対する考え方 

［募集期間：令和４年 12 月 28日（水）～令和５年１月 31 日（火）］ 
意見提出者：計６件（法人４件、個人２件） 

意見提出者一覧（五十音順） 
株式会社 NTT ドコモ KDDI 株式会社 ソフトバンク株式会社 
楽天モバイル株式会社 個人（２件）  

 

No. 意 見 
提出者 意見 意見に対する考え方 

提出意見
を踏まえ
た案の修
正の有無 

01 本改正全体に関する意見 
1 （株）NTTドコモ 「携帯電話用周波数の再割当てに係る円滑な移行に関するタスクフォース 報

告書」において示された事項に関して、その対応に必要となる内容であるため、
省令案、訓令案に賛同いたします。 

本改正案に対する賛同のご意見として承
ります。 

無 

2 個人 1 本省令案に賛成であるが、再割当てと並行して、新たな周波数帯域の確保(未利
用帯域の活用あるいは他の通信に用いる帯域の再編)にも取り組んでいただき
たい。 

本改正案に対する賛同のご意見として承
ります。 
なお、新たな周波数帯域の確保について
は、本意見募集の対象外ですが、「携帯電
話用周波数の再割当てに係る円滑な移行
に関するタスクフォース報告書（令和 4年
12 月）」における指摘も踏まえ、新たな携
帯電話用周波数の確保に向けた更なる取
組を進めていきたいと考えています。 

無 

3 個人 2-1 読み易さの観点から、文を全体的に列文章に、漢数字をアラビア数字に変えて
ほしいです。 

一般的な法令の書きぶりとして、原案の
とおりといたします。 

無 

02 電波法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 14号）の一部改正案に関する意見 
4 KDDI（株） 改正内容について賛同致します。 

有効利用中の周波数の再割当てを実施することは、利用者への品質影響および
それを回避するための大規模な移行工事とそのコスト負担、それに伴う今後の
5G展開への影響等、大きな社会的損失につながります。 
現在、情報通信審議会にて 700MHz 帯に係る技術的検討が進められており、利
用可能との判断に至った場合は、本周波数の割当ては有効利用中の周波数の再
割当てよりも競争条件の維持のための有効な手法となるものと考えます。 

本改正案に対する賛同のご意見として承
ります。 
また、頂いたご意見については、再割当制
度の運用及び今後の施策の検討の参考と
いたします。 

無 

別 紙  



 

9 

 
 

5 ソフトバンク（株） 本改正案は、「携帯電話用周波数の再割当てに係る円滑な移行に関するタスク
フォース報告書」（以下、TF報告書と呼称）について、TF報告書案に対する意
見募集の結果も踏まえつつ、制度に反映されたという観点で有益と考えます。 
 
一方、TF 報告書 P13 および P14 に開設指針制定の要否の決定にあたって留意
すべき事項の１つとして示されている「再割当ての対象となる周波数幅につい
ては、申出人の割当済みの周波数幅、契約者数、トラヒック量等を勘案し、必
要十分な周波数幅とすること」については、本改正案において明示されていま
せん。TF報告書に記載の通り、当該項目は開設指針制定の要否の決定にあたっ
ての重要な勘案事項の１つであることから、本項など適切な箇所において勘案
事項であることを明示すべきと考えます。なお、仮に現行の規定上に該当する
箇所があるとする場合には、該当規定について明確化して頂くことが必要と考
えます。 
 
また、本改正案の五「電波の特性その他の事項を勘案して申出周波数の電波と
同等と認められる電波の周波数について、新たな割当てが現に可能であるか否
かの別又は早期に可能となる見込み」については、開設指針制定の要否の決定
にあたっての勘案事項の１つとして明確化されたことに加え、申出人が再割当
てを申し出る根拠の１つであることから、「開設指針制定申出書」（電波法施行
規則 別表第二号の三の二）の関連事項として規定することが適切と考えます。 
同様に、上述の「申出人の割当済みの周波数幅、契約者数、トラヒック量等を
勘案し、必要十分な周波数幅とする」ことについても、申出人が再割当てを申
し出る重要な根拠の１つであることから、申出時の参考資料として申出人に提
出させるべきと考えます。  

本改正案に対する賛同のご意見として承
ります。 
 
ご指摘の「再割当ての対象となる周波数
幅については、申出人の割当済みの周波
数幅、契約者数、トラヒック量等を勘案
し、必要十分な周波数幅とすること」につ
いては、現行の電波法第 27 条の 13 第２
項の「申出人が開設を希望する特定基地
局による当該周波数の電波の有効利用の
程度の見込み」及び電波法施行規則第 21
条の２第６項第４号の「既設電気通信業
務用基地局が現に使用している周波数の
電波の有効利用の程度」の規定に基づき、
開設指針制定の要否の決定に当たって勘
案を行うことから、原案のとおりといた
します。 
 
ご指摘の「電波の特性その他の事項を勘
案して申出周波数の電波と同等と認めら
れる電波の周波数について、新たな割当
てが現に可能であるか否かの別又は早期
に可能となる見込み」については、現行の
開設指針制定申出書の「特定基地局が使
用する周波数」の記載を受けて総務大臣
が勘案することを想定しているため、同
申出書に追加して関連事項を規定するこ
とは不要と考えます。「申出人の割当済み
の周波数幅、契約者数、トラヒック量等を
勘案し、必要十分な周波数幅とする」こと
の根拠となる情報については、同申出書
の「特定基地局の電波の有効利用の程度
の見込み」、「申出人の財務に関する事項」
中の「契約数に関する年度ごとの見通し」
等において必要な事項を記載することを
想定しており、参考資料の提出方法を含
め、同申出書に係るマニュアルにて明記
する予定です。 

無 
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6 楽天モバイル（株） 開設指針の制定の要否を決定する際、「電波の特性その他の事項を勘案して申
出周波数の電波と同等と認められる電波の周波数について、新たな割当てが現
に可能であるか否かの別又は早期に可能となる見込み」を勘案することとなっ
ておりますが、当該理由をもって否決する場合、申出周波数と同等の利用が可
能であるかが必要となるため、特性・性質が同等であるかのみならず、その帯
域幅についても同等であるかを勘案すべきと考えます。 
なお、携帯電話は、多くの国民が利用している周波数利用効率の高い無線シス
テムであることから、携帯電話への割当て可能性のある帯域については、引き
続き、常時よりその使用可能性を模索・検討していただきたいと考えます。 

前段のご意見について、開設指針の制定
の要否は、ご指摘の「電波の特性その他の
事項を勘案して申出周波数の電波と同等
と認められる電波の周波数について、新
たな割当てが現に可能であるか否かの別
又は早期に可能となる見込み」だけでな
く、「申出人が開設を希望する特定基地局
による当該周波数の電波の有効利用の程
度の見込み」や「既設電気通信業務用基地
局が現に使用している周波数の電波の有
効利用の程度」等を総合的に勘案して決
定するものです。 
また、後段の新たな周波数帯域の確保に
関するご意見については、本意見募集の
対象外ですが、「携帯電話用周波数の再割
当てに係る円滑な移行に関するタスクフ
ォース報告書（令和 4 年 12 月）」におけ
る指摘も踏まえ、新たな携帯電話用周波
数の確保に向けた更なる取組を進めてい
きたいと考えています。 

無 

7 個人 2-2 第 21 条の 2 第 6 項第 5 号及び第 6 号の語尾について、文が完全かどうか判断
がつかないため、文尾に句点（。）を記載した方が良い。 

ご指摘の電波法施行規則第 21条の２第６
項各号は、事項を列挙しているものであ
ることから、原案のとおりといたします。 

無 

03 無線局免許手続規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 15 号）の一部改正案に関する意見 
8 楽天モバイル（株） 電波の利用状況調査に基づき、既存免許人が移行計画を報告するにあたっては、

「携帯電話用周波数の再割当てに係る円滑な移行に関するタスクフォース報告
書」にも「既存免許人と新規認定開設者は、相互に協力して迅速な移行及び基
地局展開に努めること」とあるとおり、既存免許人と新規認定開設者の両者に
よる調整が、予め行われるべきと考えます。また、提出された移行計画を電波
監理審議会において評価した結果、特に標準的な移行期間（5 年）を超える場
合において、使用期限の間際まで運用を続けるなど、適切でないと判断された
場合は、既存免許人に対し、再提出を求める等の措置を講ずるべきと考えます。 
なお、上述のスキームにて提出された移行計画は、毎年の電波の利用状況調査、
電波監理審議会の有効利用評価において、その進捗状況が評価される理解です
が、計画どおりに進んでいない場合は、総務大臣への勧告等、計画達成に向け
た必要な措置が講じられるものと理解しております。 

頂いたご意見については、再割当制度の
運用及び今後の施策の検討の参考といた
します。 
なお、標準的な移行期間を超える場合の
移行計画については、「携帯電話用周波数
の再割当てに係る円滑な移行に関するタ
スクフォース報告書（令和 4 年 12 月）」
において、「既存免許人の全ての無線局が
使用期限ぎりぎりまで運用を続けること
は適当ではない。既存免許人は、周波数の
使用を停止するための作業を順次実施
し、既存免許人の無線局を漸減させてい
くことが必要である。」とされており、既

無 
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存免許人の無線局を漸減させる計画とす
ることが必要と考えています。 
電波監理審議会における有効利用評価の
結果を踏まえ、適切に対応してまいりま
す。 

9 個人 2-3 別表第二号第 2 の注 5(6)は新設なので、下線を記載してください。 ご指摘を踏まえ、注記として下線を追記
いたします。 

有 

10 個人 2-4 現代かな遣いの方が理解し易いため、別表第二号第 2 の注 5(6)中の促音を、小
さく表記してください。 

本省令における書きぶりの統一性の観点
から、原案のとおりといたします。 

無 

11 個人 2-5 別表第二号の四の注 10(3)は新設なので、下線を記載してください。 ご指摘を踏まえ、注記として下線を追記
いたします。 

有 

12 個人 2-6 現代かな遣いの方が理解し易いため、別表第二号の四の注 10(3)中の促音を、小
さく表記してください。 

本省令における書きぶりの統一性の観点
から、原案のとおりといたします。 

無 

04 電波法関係審査基準（平成 13 年総務省訓令第 67 号）の一部改正案に関する意見 
13 ソフトバンク（株） 本改正案において、使用周波数の移行計画に係る有効利用評価の結果を勘案す

ることとされていますが、現在の有効利用評価の基準は周波数を有効利用する
前提で規定されており、再割当てによる移行に伴う局数、トラヒック量等の減
少を想定していないと考えられることから、それらを考慮した電波の有効利用
評価の基準等の検討が必要と考えます。 

電波の有効利用評価については、電波監
理審議会が定める有効利用評価方針に基
づき同審議会が評価を行うものであり、
本意見募集の対象外ですが、有効利用評
価の基準の見直し等については同審議会
において適切に検討されるものと考えま
す。 

無 

 



資料２ 

電波監理審議会審議資料 

 

令和５年３月８日 

 

 

 

 

電波法施行規則等の一部を改正する省令案 

（令和５年３月８日 諮問第６号） 

 

［デジタル簡易無線の高度化等に係る制度整備］ 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （松田課長補佐、砂川係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省総合通信基盤局移動通信課 

                         （山下課長補佐、加藤課長補佐、黒川係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８９５ 
 



 

 
 

１ 
電波法施行規則等の一部を改正する省令案（デジタル簡易無線の高度化等に係る制度整備）  

 

 

１ 諮問の概要  

簡易無線局は、無線従事者資格が不要で、誰でも簡単に使える音声通信などが可能な無線局であり、その局数は、平成 23年度末

の約 75.6万局が令和３年度末には約 141.7 万局とこの 10年間でほぼ倍増している。特に、平成 20年 8月に導入されたデジタル簡

易無線の登録局は、全国では平成 23年度の約 6.6万局から令和３年度には約 74.8万局と 11倍以上に増加している。 

また、デジタル簡易無線では、音声通信だけでなくデータ通信にも活用されつつあり、さらに近年、建物内外における不感地帯

の解消のニーズが増加しているところである。 

このような状況を踏まえ、総務省では、自動的に又は遠隔操作によって無人でも動作する簡易無線を利用して不感地帯の解消に

つなげるといったデジタル簡易無線の高度化に向けた情報通信審議会からの一部答申（令和４年 11 月）を受け、また、近年の簡

易無線の利用増加への対応としてデジタル簡易無線が使用する周波数（上空利用を含む。）を追加するため、デジタル簡易無線の高

度化に係る関係規定の整備を行うものである。 

 

２ 改正概要  

（1）電波法施行規則                                  ※必要的諮問事項はゴシック体 

〇  簡易無線局の無線設備には呼出名称記憶装置が具備されているため、無線設備が変更される場合には新たな呼出名称を

総務大臣が指定している。今般、無線設備の変更に際して新たな呼出名称を指定する設備の対象に、自動的に又は遠隔操

作によって動作するものを追加。【第９条の３】 
○ 登録局の対象（規格及び開設区域を含む。）に、自動的に又は遠隔操作によって動作するデジタル簡易無線を追加。 

【第 16条・17条・18条】 

（2） 無線設備規則 

〇 呼出名称記憶装置又は自動識別装置を装置しなければならない簡易無線局から自動的に又は遠隔操作によって中継す

諮問第６号説明資料 



 

   

２ 
るものを除く。【９条の２】 

○ 自動的に又は遠隔操作によって動作するデジタル簡易無線の技術基準及びデジタル簡易無線が使用する周波数を追加。

【第 54条・別表第１号】 

（3） 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 

○ 技術基準適合証明等の対象に自動的に又は遠隔操作によって動作するデジタル簡易無線を追加。 

【第２条・別表第 1号・様式第７号】 

 

３ 施行期日  

答申を受けた場合は、速やかに改正予定（公布日の施行を予定）。 

 

４ 意見募集の結果  

本件に係る行政手続法（平成５年法律第 88号）第 39条第１項の規定に基づく意見公募の手続については、令和５年１月 14日

(土)から同年２月 13日(月)までの期間において実施し、意見の提出は 10件あった。 









電波法施行規則等の一部を改正する省令案等についての意見募集に対して提出された意見及びそれに対する総務省の考え方  

（令和５年１月 14 日～同年２月 13 日意見募集） 
提出件数：10 件（法人２件、個人８件） 

 

No 意見提出者 提出された意見 意見に対する考え方 

1 個人 「簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件」の「四 設備規則第五十四条
第二号及び第二号の二に規定する技術基準に係る簡易無線局」において、「四六五・
〇三四三七五 MHzから四六五・〇九〇六二五 MHz以下の周波数であって、四六
五・〇三四三七五 MHz及び四六五・〇三四三七五MHzに六・二五 MHzの自然
数倍を加えたもの」とあるのは、「四六五・〇三四三七五 MHzから四六五・〇九
〇六二五 MHz以下の周波数であって、四六五・〇三四三七五 MHz及び四六五・
〇三四三七五 MHz に六・二五 kHz の自然数倍を加えたもの」の誤記と思われま
すので修正願います。 

 ご指摘のとおり修正し
ます。 

2 個人 周波数の割り当ては公平中立に行い、特定の企業や団体が有利にならないよう、
国民の利益が損なわれないように執行してもらいたい。 

 いただいた御意見は、参
考として承ります。 

６ 



3 個人 レジャーから仕事まで、幅広く使用することが出来るデジタル簡易無線、その中
でも登録だけで使用できる 3R無線機は使い勝手が良く、増加する一方です。 
3R 無線機の出現と昨今のコンプライアンス教育により、建築現場でのアマ機・
FRS、GMRS機の不法使用を見かける事も無くなりつつあります。その反面、同
一現場で複数業者が同一時間に使用する事になり、チャンネルの奪い合いになり
つつあります。どうしても建築現場における無線機使用のピークは竣工間近の各
機器試運転の時に集中してしまいます。 
ユーザーコードなどを使用して棲み分けが出来ればいいのですが、なかなか説明
書も読まずに使用してしまう為に『呼出チャンネル』で使い続けようしてしまう
始末です。ユーザーコード使い熟すなど夢の夢です。また 3B 機の存在はほとん
ど知られていません。また免許申請の手間もあり敬遠されてます。 
当方は 3R 機を個人でのレジャー使用もしていまして、休日には各地の見晴らし
のいい場所で同好の士との交信を楽しんでいます。351Mhz は思っているより遠
方に届き、思わず場所との交信が成立しています。石川県白山-東大阪、和泉葛城
山-山口県等が成立しました。見晴らしがいい場所では、他の仕事で使用されてい
る通信が入ってきます。使用前にはチャンネルの確認をして使用していますが、
30 チャンネル全部使用されて使用出来ない事もしばしばです。 
生駒山上遊園地の業務使用もこのような事もあり、局数の比較的少ないデジタル
コミュニティー無線機を使用されてます。 
以上のような事を踏まえ、今回のデジタル簡易無線のチャンネル増加には賛成致
します。 
また、デジタル簡易無線のガイドラインの使用者への周知徹底をメーカー、協会
と協力してお願いしたいです。特に『呼出チャンネル』の常時使用がマナー違反
である事への徹底をお願いしたいです。各無線機がデフォルトでの設定が 15 チ
ャンネルになっている事が原因だと思います。呼出チャンネルで待機していると、

 いただいたご意見は、賛
同意見として承ります。 
 ガイドラインの周知徹
底については、民間ルール
であり関係の団体により
促進されるものと考えま
す。 

７ 



たびたび仕事で使用されている方と趣味で使用されている方とトラブルになって
いるのが聴こえてきます。無用なトラブルを避ける為にも使用ガイドラインの周
知徹底が望まれると考えます。 
長文になりましたが、以上が今回の意見になります。 

８ 



4  個人  ・場所（１） PDF７P 目 別表第一号 一 （３）の１行目 など・意見『従
つて』などの促音部分は小さな『っ』に直してはどうか。・理由現代に改正するか
ら、というのと、読む人に分かりやすい工夫があったほうがよいと思うから、で
す。 

 「法令における拗音及び
促音に用いる「や・ゆ・よ・
つ」の表記について」（昭和
63.7.20 内閣法制局総発第
125 号）により「現代仮名
遣い」の原則に従い、小書
きすることになりました
が、それ以前に制定された
法律等において大書きさ
れたものについて、その一
部を改正する場合におけ
る改正によってその一部
として溶け込む部分等に
ついては、もとの法律等の
表記に従って大書きする
こととされています。 

・場所 
（１） PDF１４P 目  
・意見 
公布の日と施行期日の間に３０日程度の期間を設けてほしいです。 
・理由 
対処する人たちが大変なため、です。 

 経過措置については、省
令案のとおり規定しまし
た。  

９ 



・場所 
（５） PDF１P 目 
・意見 
この様式の横書き版も作成してはどうか。 
・理由 
縦書きも横書きも、中身は同じなら縦書きにこだわる必要は無いから、です。 
よろしく、お願いします。 

 頂いた御意見について
は、本意見募集の対象外で
す。 
 なお、本来縦書きの資料
ですが PDF を開いたとき
に新旧対照表が見やすい
ように横に表示されるよ
うにしたものです。  

・場所 
（７） PDF５P 目 サ 
 
・意見 
これは『周波数の使用期限』ではなく、『周波数の指定期限』としてはどうか。 
・理由 
内容的に、これが適切なタイトルだと思えたから、です。 
よろしく、お願いします。 

 規定の仕方からすれば、
ご意見は理解できますが、
「周波数の使用期限」は、
電波法第 26 条（周波数割
当計画）第 2 項第 3 号に根
拠があり、総務省内部で審
査する際にその期限日以
降は指定しないようにと
規定したものであり、他の
規定とも合わせたもので
す。  

10 



５ 個人 原案に賛同する。デジタル簡易無線は登録局と免許局が在るが、登録局は自分以
外の登録者との通信も容認されている関係で、アマチュア無線風の通信を行う方
が多いほか、仕事上無線機を使用したい場合でも簡易無線ということから手軽に
開設できることから使用者が増えており、大都市では空きチャンネルが無い場合
が増えています。例として、簡易無線のかつての定義の「アマチュア業務に属す
る通信は除く」の観点からは「山頂からの伝搬状況調査目的で、デジタル簡易無
線で山頂から不特定多数と通信する」は目的外通信と言えるだろうが、実際には
高頻度で行われていた。（今は「アマチュア業務に属する通信」は簡易無線の定義
から削除されているので伝搬調査など技術的研究目的での使用は違法行為では無
くなった。）現実面ではキャリアセンス機能により送信が保留され連絡通信がスム
ースにできない例も増えている。そういう事態を踏まえればチャンネル増は有益
であると思慮する。問題はチャンネル増前の無線機と増後の無線機の両方を同一
免許人（登録人）が所持する場合、チャンネル増前のチャンネルから使用するチ
ャンネルを選ばなければならない点で在ると思慮する。技術基準適合証明との兼
ね合いもあるだろうが、チャンネル増前の無線機はファームウエア変更でチャン
ネル増に対応できるのか否かという問題が有る。過去の事例として 420MHz台を
使用する特定小電力無線機が、当初は 9 チャンネルだったが現在は 20 チャンネ
ルになり、現在では 9 チャンネル機と 20 チャンネル機の両方が使用されている。
耐用年数の面では 9 チャンネル機が使用されている例は少ないと思われるがゼロ
では無い。このコメントを提出する数日前に総務省総合通信基盤局からアマチュ
ア局免許人に向けて「アマチュア無線は仕事では使えません」という周知啓発葉
書が発送された。その葉書にも「仕事で無線機を使うならデジタル簡易無（登録
局）を使用する」という文言が記載されている。アマチュア無線機を仕事で使う
不法行為を減らすためにデジタル簡易無線のチャンネル増を行い使い勝手を向上
させるのは有益です。 

 いただいたご意見は、賛
同意見として承ります。 
なお、無線機の増波への対
応については、ご使用の無
線機のメーカ等へお問合
せください。 
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６ 個人 (5)周波数割当計画(令和 2年総務省告示第 411号)の一部を変更する件 p2.？p3別
表 7-3「400MHz 帯簡易無線局の周波数表」のうち、351MHz を使用する無線局
の周波数割当の変更について、デジタル簡易無線（登録局）の一ユーザーの立場
から原案の通り賛同致します。以下にその理由を記します。デジタル簡易無線（登
録局）は簡単な登録手続き等をとるだけで使用でき、電波が届く範囲も広く、非
常に便利な無線システムです。現在、このバンドには、不特定多数の人に交信を
呼びかけ、位置、信号強度、了解度など簡易な連絡を通して交信そのものを楽し
む一面があります。このような使い方を「ライセンスフリー無線」といい、趣味
の 1 ジャンルと認識され定着しています。そして、このライセンスフリー無線の
使用を通して無線分野への興味関心を高め、やがてアマチュア無線技士免許を取
得する流れが、若年層をはじめ広い世代で見られます。広い意味で我が国が進め
るワイヤレス人材の育成に、ライセンスフリー無線そしてデジタル簡易無線（登
録局）が貢献していると考えます。このたびの変更により、昨今は混信で滞りが
ちであった交信がより円滑になり、同時に業務で使用する方に不要な混信を与え
るリスクが低減されると予測します。すなわち趣味を端緒とした将来の人材育成
に多大な効果をもたらすことが期待できるので、今回の変更に賛同するものです。
この変更にご尽力いただいている皆様のご苦労は並々ならぬものと推察いたしま
す。お体に留意しながら施行までお取り組み頂けますようお願い申し上げます。 
  

 いただいたご意見は、賛
同意見として承ります。 
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７ 株式会社 JVC ケ
ンウッド 

「デジタル簡易無線の高度化等に係る制度整備」について 下記理由にて改正案に
賛同致します。 
 １， 現在簡易無線局は、約 141万局となり、さらに増大する可能性があり 
   在でも顧客ユーザから通信の輻輳など、利用環境の悪化が問題と 
   なっている状況の改善が期待されます。  
２， 中継局利用に関しては、不感エリアの改善だけでなく、 
   様々な用途での利用が期待できます。  
３， 自動的及び遠隔操作についてもドローン利用及び中継利用と 
   組み合わせ高度な利用が期待されます。 
 
 
 

   
 いただいたご意見は、賛
同意見として承ります。 

８ 個人 別紙１の(1)の※においては、電波法施行規則、無線局免許手続規則、特定無線設
備の技術基準適合証明等に関する規則の３省令を改正するとされています。他方、
別紙１別添においては、「(1)電波法施行規則等の一部を改正する省令」には「無
線局免許手続規則の一部改正」が含まれず、別紙１に記載がなかった「無線設備
規則の一部改正」が含まれています。これは誤りと思います。もしも「無線局免
許手続規則の一部改正」も予定されているようでしたら、提示をお願いします。 
 
 
 
  

 ご指摘のとおり、免許手
続規則は無線設備規則の
誤りですので、修正しま
す。 
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９ 一般社団法人陸
上無線協会 

電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について、特に割当て周波数の増波
は、増加した簡易無線局により日々悪化する利用環境を根本的に改善する施策で
あり、将来にわたる需要の拡大に応えるものと期待しており、早期の制度整備を
お願いします。 
  
簡易無線局は、令和 4 年 12 月末で 141万局とここ 10 年で倍増、特に登録局は、
制度設立以来、毎年ほぼ 6 万局のペースで増設が進み 79 万局と増加しています。
簡易無線局は、限られた周波数を多くの利用者で共有し簡易な業務に利用する無
線システムです。無線局数の増加により通信の輻輳が起こるなど、利用環境の悪
化が課題となっています。 
 
全国陸上無線協会では、利用者に対するヒアリング、運用実態調査等により、こ
れら課題を解決するため、総務省に対し割当て周波数の増波の要望をしたところ
です。 
 
今回の制度整備は、協会の要望に応えていただくものであり、また、高度化され
た新たな簡易無線局を市場に導入できるようになるなど事業の拡大、活性化につ
ながるものと期待しています。 

 いただいたご意見は、賛
同意見として承ります。 

10 個人 電波法施行規則等の一部を改正する省令のうち、無線設備規則の一部改正におい
て、中継する簡易無線局に対して、情報通信審議会で答申（令和 4 年 11月）され
た「自動的に又は遠隔操作によって動作するものにあっては障害検知・停止機能
を有すること」の要件が規定されてにないよう思われます。規定として盛り込む
べきではないでしょうか。 
 
無線設備規則第 54 条第二号の三の中継する簡易無線局の周波数の表記は、改正

 いただいたご意見のう
ち、前段についてはご指摘
のとおりであり、修正させ
ていただきます。 
 後段については、無線設
備規則第 54条第 1 号及び
第 2 号においても、告示で
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告示案の内容と合わせたていただいた方がわかりやすいように思います。 具体的に規定する周波数
の範囲とは異なっており、
特段、問題ないものと考え
ます。 

※その他、本改正案に関する言及が無く、案と無関係と判断されるものが２件ございました。 
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資料３ 

電波監理審議会審議資料 

 

令和５年３月８日 

 

 

 

 

周波数割当計画の一部を変更する告示案 

（令和５年３月８日 諮問第７号） 

 

［デジタル簡易無線の高度化等に係る制度整備］ 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （松田課長補佐、砂川係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省総合通信基盤局電波政策課 

                         （渡辺周波数調整官、山下係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８７５ 
 



諮問第７号説明資料 

周波数割当計画の一部を変更する告示案 

（デジタル簡易無線の高度化等に係る制度整備） 
 

１ 諮問の概要  

簡易無線局は、無線従事者資格が不要で、誰でも簡単に使える音声通信などが可能な無線局であり、その局数は、平成 23年度末の

約 75.6万局が令和３年度末には約 141.7万局とこの 10年間でほぼ倍増している。特に、平成 20年８月に導入されたデジタル簡易無

線の登録局は、全国では平成 23年度の約 6.6万局から令和３年度には約 74.8万局と 11倍以上に増加している。 

また、デジタル簡易無線では、音声通信だけでなくデータ通信にも活用されつつあり、さらに近年、建物内外における不感地帯の解

消のニーズが増加しているところである。 

このような状況を踏まえ、総務省では、自動的に又は遠隔操作によって動作する簡易無線の利用実現に向けた情報通信審議会から

の一部答申（令和４年 11月）を受け、また、近年の簡易無線の利用増加への対応としてデジタル簡易無線が使用する周波数（上空利

用を含む。）を追加するため、デジタル簡易無線の高度化に係る関係規定の整備を行うものである。 

本件は、デジタル簡易無線の高度化に係る関係規定の整備のうち、周波数割当計画の変更を行うものである。 

 

２ 変更概要  

400MHz帯デジタル簡易無線局の使用周波数を拡張するため、別表 7-3を変更する。その他規定の整備をする。 

 

３ 施行期日  

答申受領後、速やかに周波数割当計画を変更する。 

 

４ 意見募集結果  

本件に係る行政手続法（平成５年法律第 88号）第 39条第１項の規定に基づく意見公募の手続については、令和５年１月 14日

（土）から同年２月 13日（月）までの期間において実施済みであり、賛成意見が１件あった。 

１ 



周波数割当計画の一部変更の概要【参考】

変 更 前
周波数割当表

国内分配（MHz） 無線局の目的 周波数の使用に関する条件
(略) (略) (略) (略)

465-465.175 移動 簡易無線通信業務
用

割当ては、別表７－１による。
使用は、令和６年11月30日までに限る。

(略) (略) (略) (略)

468.54375ｰ
468.875

移動 簡易無線通信業務
用

割当ては、別表７－１による。
使用は、令和６年11月30日までに限る。

(略) (略) (略)

(略) (略) (略) (略)

変 更 後
周波数割当表

国内分配（MHz） 無線局の目的 周波数の使用に関する条件
(略) (略) (略) (略)

465-465.175 移動 簡易無線通信業
務用

アナログ方式への割当ては、別表７－
１による。使用は、令和６年11月30日
までに限る。
デジタル方式への割当ては、別表７－
３による。

(略) (略) (略) (略)

468.54375ｰ
468.875

移動 簡易無線通信業
務用

アナログ方式への割当ては、別表７－
１による。使用は、令和６年11月30日
までに限る。
デジタル方式への割当ては、別表７－
３による。

(略) (略) (略)

(略) (略) (略) (略)

２

別表７－３ 400MHz帯簡易無線局の周波数表
351.03125MHz以上351.63125MHz以下の周波数であって、351.03125
MHz及び351.03125MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの、465.034
375MHz以上465.153125MHz以下の周波数であって、465.034375MHz
及び465.034375MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの、467MHz以
上467.4MHz以下の周波数であって、467MHz及び467MHzに6.25kHz
の自然数倍を加えたもの並びに468.796875MHz以上468.853125MHz
以下の周波数であって、468.796875MHz及び468.796875MHzに6.25k
Hzの自然数倍を加えたもの

別表７－３ 400MHz帯簡易無線局の周波数表
351.16875MHz以上351.38125MHz以下の周波数であって、351.16875
MHz及び351.16875MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びに467
MHz以上467.4MHz以下の周波数であって、467MHz及び467MHzに6.2
5kHzの自然数倍を加えたもの

：今回、デジタル簡易無線用に新たに追加する周波数帯

3
5

1

3
5

2

デジタル
(登録)

351.3875 ～
351.63125 MHz
の40ch

351.03125 ～
351.16250 MHz
の22ch

351.16875～
351.38125 MHz

既存 [MHz]

4
6

5

4
6

6

4
6

9

4
6

7

デジタル
（免許）

アナ
ログ
(免許)

アナログ
（免許）

465.034375 ～
465.153125 MHz
の20ch

468.796875 ～
468.853125 MHz
の10ch

467.0～467.4 MHz

既存

周波数割当表 第２表 27.5-10000MHz 周波数割当表 第２表 27.5-10000MHz

4
6
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資料４ 

電波監理審議会審議資料 

 

令和５年３月８日 

 

 

 

 

航空機局の無線設備等保守規程の認定 

（令和５年３月８日 諮問第８号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （松田課長補佐、砂川係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 

                         （和田課長補佐、奥井係長） 

                         電話：０３－５２５３－５９０２ 
 



1

諮問第８号説明資料

１ 諮問の概要

３ 認定の期日

航空機局の無線設備等保守規程の認定

平成29年の電波法及び電気通信事業法の一部改正に伴い、航空機局等の免許人が無線局の基準適合性を確
保するための無線設備等の点検その他保守に関する規程（以下「無線設備等保守規程」という。）を作成し、総務
大臣の認定を受けて無線局の無線設備等の点検その他保守を実施するとともに、毎年、点検その他保守に係る実
施状況や無線設備等の不具合状況等を定期報告することにより、従来の無線局の定期検査制度を適用せず、無
線設備等の基準適合性の確認間隔を拡大できる新たな認定制度が平成30年８月１日から運用されている。

当該認定制度の整備を受けて、今般、電波法第70条の５の２の規定に基づき株式会社フジドリームエアラインズ
から航空機局の無線設備等保守規程の認定に係る申請があった。

審査の結果、関係法令に適合しているものと認められることから、今般、申請された航空機局の無線設備等保守
規程の認定を行うことについて諮問する。

答申を受けた場合は、申請者に対し、速やかに認定予定。（令和５年４月１日認定予定）

２ 申請の概要

申請者 無線局の種別 無線局数

株式会社フジドリームエアラインズ 航空機局 16局

申請者及び申請件数（局数）については、以下のとおりである。



無線設備等保守規程の認定制度の概要
 無線設備等保守規程の認定制度は、免許人が恒常的な無線局の基準適合性の維持を図るため、ＰＤＣＡサイク
ルを活用した点検その他保守の実施方法を取り入れるとともに、毎年、実施状況や不具合状況等の定期報告を行うこ
とにより、無線局の基準適合性の確認間隔を拡大する新たな制度である。

 免許人は、無線局の基準適合性を確保するための無線設備等の点検その他保守に関する規程（以下「無線設備
等保守規程」という。）を作成し、総務大臣から認定を受け、当該規程に基づき、無線設備等の点検その他保守を実
施する。この場合、従来の定期検査制度は適用しない。

 なお、無線設備等保守規程の認定は、航空機局及び航空機地球局（電気通信業務用を除く。）を対象とし、無
線局毎に無線設備等保守規程を認定する。

〇 無線設備等の点検その他保守を行う施設・組織体制の概要
〇 無線設備等の点検その他保守の信頼性管理の目標値又は管理値
〇 無線設備等の点検その他保守の実施方法・間隔
〇 無線設備等の点検その他保守に関する品質管理の概要
〇 無線設備等の点検その他保守に関する信頼性管理における分析と処置対策の概要

定期検査 認定制度
○基準適合性の確認間隔の項目
１ 航空機局
⑴ 無線従事者の資格及び員数 １年 １年
⑵ 法第六十条に規定する時計及び備付書類 １年 １年
⑶ 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容と実装との照合 １年 １年
⑷ 電気的特性の点検 １年 ５年
⑸ 総合試験
① ＡＴＣ（Air Traffic Control）トランスポンダ １年 ２年
② 航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機（個体識別コードの確認に限る。） １年 １年
③ その他 １年 ５年

２ 航空機地球局 ２年 ２年
○定期的な報告の内容
１ 電気的特性の点検及び総合試験の結果 ○ ○
２ 航空機局等に関する点検その他の保守の実施による不具合状況 ○
３ 無線設備等の点検その他の保守に関する信頼性管理における処置対策状況 ○

■ 基準適合性の確認間隔（最長年数） 【電波法施行規則第40条の２より】

■ 無線設備等保守規程の主な記載項目 【無線局免許手続規則第25条の26第1項より】

■ 無線設備等保守規程の認定制度の概要

虚偽の報告等があった場
合は臨時検査を実施
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保守規程の内容

有効性を評価した
上でその知見を共有



認定申請の概要（無線設備等保守規程①）
■ 無線設備等の点検・保守の形態

業務内容等 株式会社フジドリームエアラインズ

業務・データ・品質管理／監査組織 自社体制

点検
保守
業務

点検業務※1
自社体制

（一部外部委託※３）

確認業務※2 自社体制

教育・訓練業務 自社体制

施設・設備 自社体制
※1 点検業務：無線設備等の点検業務 ※2:確認業務：無線設備等の点検結果の判定業務
※3 点検業務（無線従事者の資格及び員数、時計及び備付書類、無線局事項書等に記載された内容と実装との照合、電気的特性の点検、総合試験）のうち、
「電気的特性の点検」について外部委託を行う。

3

第１章 一般  総則として、無線設備等保守規程において記載される基本的事項、用語及び略語の定義について定めている。

第２章 施設・設備
第３章 組織および人員

 無線設備等の点検その他保守を行うために要する施
設（作業場・保管施設）及び設備の概要ついて定
めている。

 無線設備等の点検その他保守を行うために要する組
織の概要（点検・確認業務に関わる職務分担等）
及び点検その他保守業務に従事する資格者の任命
について定めている。

 法令に定める条件（資格、経験等）に適合した点検
を行う者及び確認を行う者について定めている。
① 無線設備等の点検を行う者 ：12名

② 無線設備等の確認を行う者 ：8名

■ 無線設備等保守規程の概要

（外部委託する一部の点検業務については委託先の点検員により実施）
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第４章 信頼性管理 無線設備の信頼性確保のための不具合情報の取得、分析、是正処置及び信頼性管理の有
効性評価について定めている。

無線設備の型式ごとの管理値設定・変更方法について定めている。
第５章 点検その他保守
の実施方法

登録検査等事業者の実施方法と同等の無線設備ごとの点検実施項目及び点検実施方法
について定めている。

法令の範囲内で認められる点検間隔を無線設備ごとに定めている。
第６章 品質管理・技術
管理

測定器等の設備の精度維持のための管理の仕組みについて定めている。
確認者及び点検者等の教育・訓練に係る実施要領及びその能力を維持するための実施体制・
方法を定めている。

無線設備等の点検その他保守に係る記録や書類の保管方法・期間を定めている。
技術資料の管理・運用等に関し、最新の無線設備等に係る技術的情報を入手し、必要に応
じて点検その他保守の実施方法に反映することを定めている。

第７章 報告 点検その他保守の実施状況の報告について、毎年総務省に報告する様式について定めている。
第８章 委託 無線設備の点検業務等の一部を委託する場合において、適切に実施されるよう委託先の選定

基準及び委託業者の能力審査・監査方法について定めている。また、委託先一覧及び委託業
務内容を明記している。

認定申請の概要（無線設備等保守規程②）



認定に係る審査及び審査結果

■ 主な審査ポイント （電波法関係審査基準）

項目 主な審査ポイント 審査結果

（１）施設・設備の概要  対象となる無線設備等の点検その他の保守（点検、修理、故障探求等）を行うために必要な設備の一覧
及び当該設備が配置されている施設の概要が記載されていること。 適

（２）組織の概要
 組織の概要及び員数並びにその組織の最高責任者の氏名、役職名及び責任範囲が記載されていること。
 無線設備等の点検を行う者、無線設備の点検及び点検結果の確認を行う者は、法令に定める条件に適合
するものであること。

適

（３）信頼性管理の目標値又
は管理値

 無線設備の型式ごとに点検その他の保守を行うに当たり適切な値となっていること及びその数値について根拠
が示されていること。 適

（４）実施方法  無線従事者の資格等の確認、備付書類等の確認、無線設備の電気的特性の点検、総合試験等の実施
方法（登録検査等事業者等の実施方法と同等以上）が適切に定められていること。 適

（５）点検その他保守の間隔  法令で定める時期ごとに実施するものであること。 適

（６）品質管理の概要

無線設備等の点検その他の保守に関して、
 設備等の保守管理実施方法が適切に定められていること。
 能力を維持するための適切な教育訓練制度が定められていること。
 記録及び書類の保管方法及び保存期間が、信頼性管理を行う上で適切であること。
 外部委託を行う場合には、委託先の選定基準や管理方法を適切に定めていること。

適

（７）技術的情報の維持・管
理の概要

 無線設備等に関する技術的情報を常に最新の状態に維持するとともに、必要に応じて点検その他の保守の
実施方法に反映させる仕組みを有していること。 適

（８）信頼性管理における分析
と処置対策の概要

 電波法第70条の５の２第６項に基づく報告を行うに当たり、電波法施行規則別表第４号の４に定める様
式の報告書に記載する情報の取得方法、管理方法及び分析方法が記載されていること。

 点検その他の保守が的確に実施され、かつ、当該無線局及びその無線設備の信頼性の確保及び適切な是
正処置の実施がなされる仕組みが定められていること。

適
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① 総務省令で定める時期ごとに、その申請に係る航空機局等に係る無線局の基準適合性を確認するものであること。
② その申請に係る航空機局等に係る無線局の基準適合性を確保するために十分なものであること。

■ 認定に係る審査（電波法第７０条の５の２第２項）

審査の結果、以上のとおり、関係法令及び関係審査基準に適合していると認められる。



【参考】 電波法関係規定（無線設備等保守規程の認定等）
（無線設備等保守規程の認定等）

第七十条の五の二 航空機局等（航空機局又は航空機地球局（電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。）をいう。以下この条において同じ。）
の免許人は、総務省令で定めるところにより、当該航空機局等に係る無線局の基準適合性（無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、か
つ、その無線従事者の資格（第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件に係るものを含む。）及び員数が第三十九条及び第四十条の規
定に、その時計及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反していないことをいう。次項において同じ。）を確保するための無線設備等の点検その他
の保守に関する規程（以下「無線設備等保守規程」という。）を作成し、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

２ 総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る無線設備等保守規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるとき
は、同項の認定をするものとする。

一 第七十三条第一項の総務省令で定める時期を勘案して総務省令で定める時期ごとに、その申請に係る航空機局等に係る無線局の基準適合
性を確認するものであること。

二 その申請に係る航空機局等に係る無線局の基準適合性を確保するために十分なものであること。

３ 第一項の認定を受けた免許人（以下この条において「認定免許人」という。）は、当該認定を受けた無線設備等保守規程を変更しようとするときは、
総務省令で定めるところにより、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

４ 第二項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

５ 認定免許人は、第三項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

６ 認定免許人は、毎年、総務省令で定めるところにより、第一項の認定を受けた無線設備等保守規程（第三項の変更の認定又は前項の変更の届出
があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。）に従つて行う当該認定に係る航空機局等の無線設備等の点検その他の保守の実施状況
について総務大臣に報告しなければならない。

７ 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の認定を取り消すことができる。

一 第一項の認定を受けた無線設備等保守規程が第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。

二 認定免許人が第一項の認定を受けた無線設備等保守規程に従つて当該認定に係る航空機局等の無線設備等の点検その他の保守を行つて
いないと認めるとき。

三 認定免許人が不正な手段により第一項の認定又は第三項の変更の認定を受けたとき。

８ 総務大臣は、前項（第一号を除く。）の規定により第一項の認定の取消しをしたときは、当該認定免許人であつた者が受けている他の無線設備等保
守規程の同項の認定を取り消すことができる。

９ 第二十条第一項、第七項及び第九項の規定は、認定免許人について準用する。この場合において、同条第七項中「船舶局若しくは船舶地球局（電
気通信業務を行うことを目的とするものを除く。）のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの無線局のある船舶」とあるの
は「第七十条の五の二第一項の認定に係る同項に規定する航空機局等のある航空機」と、「船舶の」とあるのは「航空機の」と、「船舶を」とあるのは
「航空機を」と、同条第九項中「前二項」とあるのは「第七項」と読み替えるものとする。

１０ 認定免許人が開設している第一項の認定に係る航空機局等については、第七十三条第一項の規定は、適用しない。
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資料５ 

電波監理審議会審議資料 

 

令和５年３月８日 

 

 

 

 

放送法施行規則等の一部を改正する省令案 
（令和５年３月８日 諮問第９号） 

 

［電波法及び放送法の改正に伴う制度整備］ 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （松田課長補佐、砂川係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省情報流通行政局放送政策課 

                         （本田課長補佐、吉田係長） 

                         電話：０３－５２５３－５７７７ 
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諮問第９号説明資料 

放送法施行規則等の一部を改正する省令案 

（電波法及び放送法の改正に伴う制度整備） 

１ 諮問の概要 

総務省では、令和２年 11 月から「デジタル変革時代の電波政策懇談会」（座長：三友仁志早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教

授）を開催し、①電波利用の将来像、②デジタル変革時代の電波政策上の課題、③電波有効利用に向けた新たな目標設定及び実現方

策について検討を行い、その検討結果を令和３年８月に報告書として取りまとめた。また、令和３年６月から「情報通信分野におけ

る外資規制の在り方に関する検討会」（座長：山本隆司東京大学大学院法学政治学研究科教授）を開催し、外資規制の実効性確保やそ

の在り方について検討を行い、その検討結果を令和４年１月に取りまとめを策定した。これらの報告書等を踏まえ、電波法及び放送

法の一部を改正する法律（令和４年法律第 63号。以下｢改正法｣という。）において、次の制度整備がなされた。 

（１）電波監理審議会の機能強化

電波の有効利用の程度の評価（有効利用評価）は、これまで総務大臣が電波の利用状況調査の結果に基づき行ってきたところ、

技術の進展等に対応したより適切な評価を行うため、電波に係る識見を有する委員から構成される電波監理審議会が行うものと

する。 

（２）携帯電話等の周波数の再割当制度の創設等

携帯電話等の電気通信業務用基地局が使用している周波数について、次の場合に再割当てができるようにする。

・電波監理審議会による有効利用評価の結果が一定の基準を満たさないとき

・競願の申出を踏まえ、再割当審査の実施が必要と総務大臣が決定したとき 等

（３）電波利用料制度の見直し

（４）情報通信分野の外資規制の見直し

（５）日本放送協会の受信料の適正かつ公平な負担を図るための制度の整備等
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（６）その他所要の改正 

 

本件は、上記のうち改正法公布後１年以内に施行することとされる（４）、（５）及び（６）に係る放送法施行規則（昭和 25年電波

監理委員会規則第 10 号）、電波法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号）、無線局免許手続規則（昭和 25 年電波監理委員

会規則第 15 号）及び基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令（平成 27 年

総務省令第 26号）の制度整備を行うこととし、そのうち（４）の制度整備について諮問するものである。 

 

２ 省令改正概要  

 

改正法の一部施行に伴い、主に以下のとおり関係省令について所要の改正を行う。 

※必要的諮問事項はゴシック体 

１． 外資規制の実効性を確保するための制度整備 

（１）申請書等の記載事項への外資比率等の追加 

○ 特定役員及び外資比率の記載欄を追加した申請書等の様式を規定 

【放送法施行規則別表第６の１号から別表第６の３号まで、別表第７の１号から別表第７の３号まで及び別表第 60号】 

【無線局免許手続規則第 25条の４並びに別表第２号（第１、第２及び第５に限る。）及び別表第８号】 

（２）変更届出の様式と変更届出の閾値を規定 

① 変更届出書の様式を規定 

【放送法施行規則別表第 19号】 

【無線局免許手続規則第 25条の７及び別表第４号】 

② 届出を要しない変更の具体的な場合を設定 

【放送法施行規則第 76条及び第 198条】 

【無線局免許手続規則第 12条の２及び第 25 条の８】 

（３）定期報告の様式、実施期間等を規定 

① 定期報告の様式を規定 
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【放送法施行規則別表第 21号の２及び別表第 64号の２】 

【電波法施行規則別表第５号の４】 

② 定期報告の実施期間（毎事業年度経過後３月以内）等を規定

【放送法施行規則第 91条の２、第 91条の３、第 203条の２及び第 203条の３】

【電波法施行規則第第 42条の６、第 42条の７及び第 42条の８】

③ 定期報告事項のうち再発防止策等を規定

【放送法施行規則第 91条の４及び第 203条の４】

【電波法施行規則第 42条の９】

２． 外資規制違反時の是正措置の整備 

○ 是正措置の勘案事項のうち、省令委任事項を規定

【放送法施行規則第 81 条の２及び第 210 条の２】

【電波法施行規則第 11 条の２の 11 及び第 42 条の２】

３． 外資規制の緩和 

○ 外国人等間接保有議決権割合の計算方法を一部緩和

【放送法施行規則第 61条の２】

４． 基幹放送の業務等の休廃止の公表義務の導入 

○ 基幹放送事業者が、基幹放送の業務等の休廃止をあらかじめ公表する場合の方法等を規定

【放送法施行規則第 58条及び第 86条の２】

５． 還元目的積立金制度の整備 

○ 還元目的積立金の積立や還元に係る方法を規定

【放送法施行規則第 12条の４、第 32条の２及び第 32条の３並びに別表第２号、別表第３号及び別表第４号】



 
4 

６． その他所要の改正 

【放送法施行規則目次、第 18条、第 62条、第 66 条、第 74条、第 91条の５から第 91条の 16まで、第 142条、第 185条、第

188 条、第 216 条及び第 218 条並びに別表第５号、別表第 15 号、別表第 16 号、別表第 16 号の２、別表第 20 号、別表第 21

号、別表第 21号の３から別表第 21号の９まで、別表第 65号及び別表第 66号】 

【電波法施行規則第４条、第６条の３の２、第６条の４、第 10 条、第 11条の２の 10、第 42条の３、第 42 条の４、第 42条の

５、第 43 条、第 43 条の２、第 43 条の３及び第 43 条の６並びに別表第１号、別表第２号の２の４、別表第２号の２の５、

別表第２号の３の２、別表第２号の６、別表第３号、別表第５号の２、別表第５号の３、別表第５号の５から別表第５号の９

まで、別表第 11号から別表第 11号の４まで、別表第 12号から別表第 12号の４まで及び別表第 21号の 10】 

【無線局免許手続規則目次、第２条、第 12 条、第 15 条、第 25 条の６及び第 25 条の８の２並びに別表第１号から別表第１号

の４まで、別表第３号から別表第３号の７まで、別表第４号の２、別表第４号の３、別表第５号から別表第５号の３まで、別

表第６号の５、別表第６号の７、別表第６号の８、別表第７号から別表第７号の３まで、別表第８号の２から別表第８号の４

まで、別表第８号の６、別表第 11号及び別表第 12号】 

【基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第２条及び第 10条】 

 

３ 施行期日  

電波法及び放送法の一部を改正する法律の一部の施行の日（令和５年４月 20日予定） 

 

４ 意見募集の結果 

本件に係る行政手続法（平成５年法律第 88 号）第 39 条第１項の規定に基づく意見公募の手続については、令和５年１月 18 日

（水）から同年２月 16日（木）までの期間において実施済みであり、９件の意見の提出があった。 

 



１．電波法及び放送法の一部を改正する法律（令和４年法律第63号）の概要（①外資規制関係） ５

２．外資規制違反時の是正措置の整備
 外資規制違反があった場合、原則認定又は免許を取
り消すが、違反の状況及び受信者の利益に及ぼす影響
等を勘案し、必要があると認めるときは期間を定めて違
反の是正を求める制度を整備。

3．外資規制の廃止又は緩和

 船舶又は航空機に開設する無線局の外資規制を廃止。
（公布日（令和４年６月10日）施行）

 コミュニティ放送について間接出資規制を廃止。（公布から１
年以内に施行予定）

１．外資規制の実効性を確保するための制度整備（公布（令和４年６月10日）から１年以内に施行予定）

申請
報告
変更届出

認定・免許期間
① 申請書等の記載事項への外資比率等の追加

② 外資比率等に変更があった場合の届出義務化

基幹放送の業務の認定や無線局の免許の申請書等
における記載事項として、外資比率や外国人役員に
関する事項を追加する。

申請のあった外資比率につき一定の閾値を超える変
更があった場合等に、総務大臣への届出を義務化す
る。

③ 外資規制の遵守状況に関する定期的な報告
外資規制の遵守のために講じた措置（研修の実施や
制度適用状況 等）等を定期的に総務大臣へ報告
させる仕組みを創設する。

 情報通信分野における外資規制の実効性を確保する観点から、放送事業者等において外資規制違反が生じないよ
うにするための次の制度を整備。

報告 報告

外資比率

外資比率が低い場合でも定期的な
報告により遵守状況を確認

変更届出

【運用のイメージ】

・・・

外資比率が一定の閾値を超えた放
送事業者等については、定期的な
報告に加え、変更届出義務を通じ、
外資規制の適合性を常に確認

（公布から１年以内に施行予定）



１．電波法及び放送法の一部を改正する法律（令和４年法律第63号）の概要（②ＮＨＫ関係） ６

１．NHKの受信料の適正かつ公平な負担を図るための制度

２．民放の責務遂行に対するNHKの協力

字幕放送・解説放送や難視聴解消に関し、ＮＨＫが
民放に協力するよう努めることを規定。

３．基幹放送の業務等の休廃止の事前の公表制度

基幹放送事業者が基幹放送の業務等を休廃止する
場合に、その旨をあらかじめ公表する制度を整備。

中計期間Ⅰ（法施行時） 中計期間Ⅱ

還元目的積立金の積立て

還元目的積立金を取崩し
→値下げへ

既存の
繰越剰余金

還元目的積立金の積立て

毎事業年度の
プラスの

事業収支差金

【出資の対象】法律・政令で定める事業を行う者のみ

子会社 子会社 子会社 子会社 その他

中間持株会社
出資【認可】 出

資
【
認
可
】

出
資
【
認
可
】

出
資
計
画
の
認
定

出資

NHK

①受信料値下げのための還元目的積立金制度 ②ＮＨＫの中間持株会社への出資に関する制度

③受信契約の締結に応じない者を対象とする割増金制度

ＮＨＫの決算において、プラスの事業収支差金
（企業における利益に相当）が生じたときは、財政安定
のために留保する一定額（総務省令で上限を規定）を
除いて「還元目的積立金」として積み立てなければ
ならないこととする。

ある中期経営計画（中計）期間中に積み立てられた
還元目的積立金は、原則として次の中計期間の
収支予算で受信料の値下げの原資に充てなければ
ならないこととする。

ＮＨＫグループの業務の効率化（管理部門の業務の
集約と役員数・従業員数の合理化、重複業務の排除）を
図り、受信料を財源とする費用の支出を抑制するため、
ＮＨＫの出資対象に中間持株会社を追加。

(子会社として保有)

(子会社として保有)

正当な理由なく期限までに受信契約の申込みを
行わない受信設備設置者（未契約率１７％）について、
締結者との不公平を是正するため、割増金制度を導入。

これにより、受信料の支払率が向上し、
受信料の値下げが可能となることが期待される。

（令和４年10月１日施行（公布後９月以内施行））

（令和４年10月１日施行（公布後９月以内施行））

（公布（令和４年６月10日）から１年以内に施行予定）

（公布から１年以内に施行予定）（令和４年10月１日施行（公布後９月以内施行））



２．外資規制違反時の是正措置の整備 ７

○ 外資規制に違反した場合、法改正前は、放送法・電波法において、地上基幹放送事業者の間接出資
規制違反を除き、総務大臣は認定又は免許を取り消さなければならないと規定（必要的取消し）。

○ 法改正により、違反の状況（第１号）、受信者又は公共の利益に及ぼす影響（第２号）等（第３号）を勘案
し、必要があると認めるときは期間を定めて違反の是正を求める制度を整備※した。

※ 新放送法第103条第２項（認定基幹放送事業者）・第166条第２項（認定放送持株会社）、新電波法第27条の16第２項（認定開設者）・第75条第２項（基幹放送局等）

〇 この勘案事項のうち、違反の状況（第１号）、受信者又は公共の利益に及ぼす影響（第２号）以外の
「その他総務省令で定める事項」（第３号）として、
① 「違反状態の解消に必要な期間」（取消しを猶予することとする場合、猶予する期間を併せて定める必要があるが、違
反状態の解消のために取り得る措置や措置に必要な期間は事業者の株主構成や役員構成によって様々であるため、当該事業者からあ
らかじめ必要な期間を申告させ、勘案事項とする必要がある）

② 「過去の外資規制違反」（外資規制違反を繰り返す事業者は、外資規制を遵守する意思がないものとして、取り消さない
こととするか否か、勘案事項とする必要がある）

を省令※に規定することとする。
※ 放送法施行規則改正案第81条の２（認定基幹放送事業者）・第210条の２（認定放送持株会社）、電波法施行規則改正案第11条の２の11（認定開設者）・第42条の２（基幹放送局等）

○放送法（昭和25年法律第132号）（抄）【電波法及び放送法の一部を改正する法律（令和４年法律第63号）による改正後】
第百三条 総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号（トを除く。）に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定
基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつた場合において、次
に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該認定
を取り消さないことができる。
一 第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつた状況
二 前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る基幹放送の受信者の利
益に及ぼす影響

三 その他総務省令で定める事項
３～５ （略）

○放送法施行規則（昭和25年電波監理委員会規則第10号）改正案
第八十一条の二 法第百三条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとならないようにするために必要な期間
二 法第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつた認定基幹放送事業者において、過去に法第百三条第二項の規定により当該認
定に係る基幹放送の業務の認定を取り消さないこととされたことがあるか否かの別



３．その他所要の改正 ８

○ その他改正法の施行に伴う規定の整備（条ズレ等の必然的に必要となる改正）を行うもののうち、以
下の条項は必要的諮問事項に該当するため、諮問する。

【必要的諮問事項として該当する条項】

・放送法施行規則改正案第66条（放送法第93条第４項（基幹放送の業務の認定の申請期間））
→「コミュニティ放送」の定義規定の変更に伴う改正

・電波法施行規則改正案第６条の４（電波法第６条第８項（無線局の免許申請期間））
→「コミュニティ放送」の定義規定の変更に伴う改正

・電波法施行規則改正案第10条（電波法第９条第４項及び第17条第１項（基幹放送の業務に用いられる電気通信設
備の変更））
→省令で引用する条項の項ずれ

・電波法施行規則改正案第42条の４（電波法第78条（電波の発射を防止するための措置））
→省令の条ずれ

・無線局免許手続規則改正案第15条（電波法第15条（簡易な免許手続））
→同一人が開設する基幹放送局における簡易な免許手続として、一の基幹放送局について記載をすれ
ば、他の基幹放送局については記載を省略できる事項として「特定役員の氏名又は名称、外国人等
直接保有議決権割合、外国人等保有議決権割合」を追加。



「放送法施行令の一部を改正する政令案等に関する意見募集」の結果 

■提出された意見の件数：９件（法人：５件、個人：４件）
※提出意見数は、意見提出者数としています。

■意見提出者：

○法人 【５件】（提出順）

日本放送協会、（一社）日本民間放送連盟、（一社）衛星放送協会、（株）テレビ朝日ホールディングス、（株）フジ・メディア・ホールディングス

○個人 【４件】

■「放送法施行令の一部を改正する政令案等に関する意見募集」に対して提出された意見及びそれに対する総務省の考え方

番号 提出された意見 総務省の考え方 

提出意見

を 踏 ま え

た案の修

正の有無 

放送法施行規則等の一部を改正する省令案のうち外資規制に関する規定について 

１ 民放連は、外資規制が実効的に機能するには、行政と放送事

業者の双方にとって合理的で過度の負担とならない仕組みであ

ることが重要と指摘してきました。総務省においては、今後もこう

した観点から規定内容の見直しや実務作業の簡素化などを適

時適切に検討のうえ、放送事業者の負担軽減を図っていただき

たいと考えます。 

【一般社団法人 日本民間放送連盟】 

・外資規制の実効性を確保するためには、遵守状況の適確な把握と

事業者負担とのバランスを考慮することが重要と考えており、本改正

もそのような観点から改正を行うものです。引き続き、外資規制の実

効性を確保するための制度の在り方について適時検討してまいりま

す。 

無

２ 外資規制の実効性を確保するための制度整備そのものに異論

はありません。 

再免許・認定更新の際、特定役員が日本国籍を有することを証

する書類の提出が過度な負担とならないよう、なるべく簡便なも

のとするなどの配慮を要望します。 

あわせて、当協会への関係規定の適用に関連して意見を述べ

・賛同の御意見として承ります。

・特定役員が日本国籍を有することの確認方法については、遵守状

況の適確な把握と事業者負担とのバランスを考慮し、引き続き適時

検討してまいります。 

・ＮＨＫは放送法において、地上基幹放送及び衛星基幹放送を行うこ

とが必須業務として位置づけられており、ＮＨＫが外資規制に違反

無 

９ 



ます。電波法第５条および放送法第 93 条で外国人等の特定役

員への就任が禁止されているところ、協会においては、会長、副

会長および理事に加えて、経営委員会の委員が特定役員に該

当するものと理解しています。このうち経営委員会委員は、放送

法第 31 条に基づき、両議院の同意を得て内閣総理大臣に任命

されますが、日本国籍を有しないことは委員の欠格事由となって

おらず、内閣総理大臣による罷免事由ともされていません。した

がって、仮に、すでに任命された委員のうち 1 人でも日本国籍を

有していないことが後日判明した場合には、協会の責によらな

い事情で電波法第 5 条および放送法第 93 条違反として免許・

認定の取り消しが行われ得る状態になり、協会にはそれを是正

する手立てがありません。経営委員会委員の任命にあたって日

本国籍を有することについての確認が当然に必要ですが、それ

にとどまらず、任期中に日本国籍を維持することの重要性や行

政がその点について確認することの必要性が委員に認識されな

ければならないと考えます。政府においては、委員の任命等に

際してこうした点に十分配慮されるよう、この機会に要望します。 

【日本放送協会】 

し、欠格事由に該当することがないよう、様々な場面を通じて遵守状

況を適確に把握する必要があると考えます。 

３ 一、基幹放送の業務に係る認定申請書等の記載事項への外国

人等が占める議決権の割合等の追加等 

二、外資規制に違反した場合における認定等の取消猶予措置

の対象の拡大 

上記はおかしいと思います。日本での放送業務になぜ外国人の

議決権が必要なのですか。日本人のための放送業務ではない

のでしょうか。これは許せないことです。 

【個人】 

・放送法及び電波法は、外国人や外国法人が放送事業者の経営に

影響を与えることがないよう、外国人や外国法人が放送事業者に対

して保有する議決権の割合を一定の基準未満とする規制、いわゆる

外資規制を設けています。 

・この外資規制の実効性を確保するために、電波法及び放送法の一

部を改正する法律（令和４年法律第 63 号）では、申請書等の記載事

項に外国人等が占める議決権割合等の基準を追加しており、今回の

省令案は、施行のために必要な様式等を整備するものです。 

・外資規制に違反した場合における認定等の取消し猶予措置の対象

の拡大についても、放送事業者には予見や統制がしにくい事情によ

無 

10 



って外資規制に違反した場合に、直ちに認定等を取り消すこととして

は、受信者に与える影響が大きい場合があることから、電波法及び

放送法の一部を改正する法律において改正を行ったものであり、今

回の省令案は、施行に必要な規定を整備するものです。 

４ 外資議決権比率に関する事項に関して、現行制度では申請者

が上場会社等以外の場合、日本人株主および日本法人につい

て集計する方法が規定されており、これは合理的かつ実効性が

あるものです。 

今回の省令改正案では、申請者が上場会社等かどうかによら

ず、外国法人等および外資系日本法人について集計する形に

一本化する方針が示されました。しかしながら上場会社等以外

の場合においては、実務作業の負担軽減や、制度の継続性等

の観点から、従来の集計方法も引き続き併存させ、選択可能と

することが適切と考えます。 

【一般社団法人 日本民間放送連盟】 

・電波法及び放送法の一部を改正する法律により、外国人等が直接

又は間接に占める議決権の割合が申請事項となることから、日本人

株主及び日本法人を積み上げる方式ではなく、外国人株主及び外国

法人を積み上げる方式としました。 

・外資議決権比率の計算方法については、上記の法の趣旨を踏まえ

て検討される必要があり、その上で、遵守状況の適確な把握と事業

者負担とのバランスを考慮した制度の在り方について、適時検討して

まいります。 

無 

５ 民放連は間接出資について、出資状況を正確かつ網羅的に把

握することが難しいケースや著しい事務負担となるケースがあ

る旨を指摘し、合理的で過度の負担とならない仕組みを構築す

るよう要望してきました。 

こうした観点から、外国法人等が複数の外資系日本法人を経由

して地上基幹放送事業者等の議決権を保有している場合の計

算方法において、外資系日本法人が占める地上基幹放送事業

者等の議決権割合が千分の一以上であるものに限り算入する

旨の規定は、より高い議決権割合に変更していただきたいと考

えます。 

【一般社団法人 日本民間放送連盟】 

・外資規制の実効性を確保するためには、遵守状況の適確な把握と

事業者負担とのバランスを考慮することが重要と考えており、本改正

もそのような観点から改正を行うものです。引き続き、外資規制の実

効性を確保するための制度の在り方について適時検討してまいりま

す。 

無 

６ 電波法および放送法の改正を経て、今回の省令改正により、外

資規制違反の状況や受信者の利益に及ぼす影響等を勘案し、

・賛同の御意見として承ります。

・外資規制に違反した場合に期間を定めて是正を求める制度につい

無 
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必要があると認めるときは、期間を定めて違反の是正を求める

制度が導入されることに賛成します。 

外資規制の違反はあってはならないことですが、万が一違反状

態が判明した場合に、免許や認定を直ちに取り消すのではな

く、放送を継続しながら是正を可能とすることは、何よりも受信者

の利益に適うものです。また外資規制に抵触する要因は必ずし

も放送事業者に帰責するとは限らないことから、総務省は違反

に至った状況を丁寧に確認し、適切に勘案していただきたいと

考えます。 

【一般社団法人 日本民間放送連盟】 

ては、欠格事由に該当することとなった状況や、受信者の利益に及

ぼす影響等を勘案することとなっているところ、法の趣旨にのっとり総

務省として適切に運用してまいります。 

 

 ７ ◆外資規制の実効性を確保するための制度整備 

①申請書等の記載事項への外資比率等の追加 

・賛成記載は当然必要な事項である。 

②変更の届出の様式、変更届の閾値 

・賛成閾値の考え方が導入されたことは、放送事業者 に求めら

れる対応が明確化される制度 となっている 

③定期報告の様式、実施期間等 

・賛成 今後の外資規制違反を起こさないためにも必要 

◆外資規制の違反時の是正措置の整備 

・賛成 外資規制の実効性を確保するための制度整備に基づき

放送事業者として違反を起こさないことが大前提となるが、違反

時に視聴者保護の観点から是正を求める手段も採れるようにす

る今回の制度整備は適切 

◆基幹放送の業務等の休廃止の事前の公表制度 

・ 賛成 視聴者保護の観点から必要 

【衛星放送協会】 

・賛同の御意見として承ります。 

 

無 

 ８ 外資規制は、自国民を優先した電波利用と言論･報道機関とし

ての放送の社会的影響力を踏まえて、外国性を制限する趣旨で

・賛同の御意見として承ります。 

・外資規制の実効性を確保するためには、遵守状況の適確な把握と

無 
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あり、重要な制度と認識しています。 

外資規制の法令に基づく各届出･報告においては、放送事業

者の実務上の事情を考慮し、法令の範囲内で柔軟に運用して

いただくことを要望します。特に外国法人等による間接保有の把

握は、該当する株主側の作業に左右されることから、各届出･報

告の実運用において、株主に負担をかけないよう配慮していた

だくことを強く要望します。 

将来的には株券の電子管理や行政全体のデジタル化の潮流

を踏まえて、証券保管振替機構や株主名簿管理人、口座管理

機関等が管理するデータベースを直接活用して、外国性を随

時、正確に把握できる形式にアップデートしていくことが望ましい

と考えます。 

【株式会社テレビ朝日ホールディングス】 

事業者負担とのバランスを考慮することが重要と考えており、本改正

もそのような観点から改正を行うものです。引き続き、外資規制の実

効性を確保するための制度の在り方について適時検討してまいりま

す。 

・デジタル技術の活用については、検討会の報告書においても、デジ

タルデータの活用可能性を追求しながら運用の改善に努めるべき旨

の提言をいただいており、デジタル技術の活用可能性について今後

検討を進めてまいります。 

 ９ 「情報通信分野における外資規制の在り方に関する検討会」取

りまとめ（令和４年１月）で示された「正確な外資比率の算定が

困難なケース」に対応するためには、外国法人等が複数の外資

系日本法人を経由して間接保有する場合において、外資系日

本法人が保有する議決権割合（ａ,b％）だけでなく、外国法人等

が保有する議決権割合（Ａ,Ｂ％）の計算対象にも一定の閾値を

設けることが不可欠と考えます。 

上記の外国法人等が保有する議決権割合（Ａ,Ｂ％）にも閾値を

設定していただき、各閾値（Ａ,Ｂ,ａ,ｂ％）について、事業者等の負

担軽減と必要な外資規制の有効性の双方を考慮したなるべく高

い値にしていただくことを強く要望します。 

【株式会社テレビ朝日ホールディングス】 

・外資規制の実効性を確保するためには、遵守状況の適確な把握と

事業者負担とのバランスを考慮することが重要と考えており、本改正

もそのような観点から改正を行うものです。引き続き、外資規制の実

効性を確保するための制度の在り方について適時検討してまいりま

す。 

無 

 10 外資規制の違反状態が判明した際に、その状況や及ぼす影響

に加えて、是正に要する期間等を勘案して是正措置を検討でき

ることは、視聴者･社会への影響をなるべく避ける観点で望まし

・賛同の御意見として承ります。 

 

無 
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いと考えます。 

【株式会社テレビ朝日ホールディングス】 

11 ●外資比率等に変更があった場合の届出義務化が新たに設け

られたことについては理解しますが、この制度が開始された後、

変更届出要否や届出内容の実効性の担保を適宜検証するとと

もに、検証の際には事業者の実務上の負担についても考慮す

ることを望みます。 

●特に、施行後最初の届出になると思われる 2023 年度につい

ては、対象事業者の負担等を考慮した運用を希望します。 

【株式会社フジ・メディア・ホールディングス】 

・外資規制の実効性を確保するためには、遵守状況の適確な把握と

事業者負担とのバランスを考慮することが重要と考えており、本改正

もそのような観点から改正を行うものです。引き続き、外資規制の実

効性を確保するための制度の在り方について適時検討してまいりま

す。 

無 

12 ●間接議決権割合の計算方法の緩和（外資系日本法人が保有

する認定放送持株会社・地上基幹放送事業者等の議決権割合

が 0.1%未満の議決権は計算対象外）は歓迎しますが、認定放

送持株会社・地上基幹放送事業者が外国人関連株主を完全に

把握・追跡することがどの程度の事務負担となるのか見通せま

せん。 

●そのため、0.1%の議決権割合をより高い割合へ変更するな

ど、今後も認定放送持株会社・地上基幹放送事業者の意見を聞

きながら、必要に応じて制度の見直しを検討できるような柔軟な

制度運用を要望します。 

【株式会社フジ・メディア・ホールディングス】 

・賛同の御意見として承ります。

・外資規制の実効性を確保するためには、遵守状況の適確な把握と

事業者負担とのバランスを考慮することが重要と考えており、本改正

もそのような観点から改正を行うものです。引き続き、外資規制の実

効性を確保するための制度の在り方について適時検討してまいりま

す。 

無 

13 ●外資規制違反時の是正措置が設けられることを歓迎します。

●認定放送持株会社・地上基幹放送事業者として規制遵守の

ために万全を期すことは当然のことで、外資規制の違反はあっ

てはならないことですが、万が一違反状態が判明した場合に、

認定や免許を直ちに取り消すのではなく、放送を継続しながら

是正を可能とすることは受信者の利益にも適うものと考えます。 

【株式会社フジ・メディア・ホールディングス】 

・賛同の御意見として承ります。 無 

14 



14 ●名義書換拒否制度については、外国法人等の議決権が 20％

以上になる場合に初めて名義記載を拒否できる現行制度を変

更して、バッファーを設けるなどの予防的な措置を検討すること

を要望します（例えば、事前に対外的に明示したうえで、15％以

上となる場合は拒否可能とするなど）。 

【株式会社フジ・メディア・ホールディングス】 

・名義書換拒否制度は、外資規制の実効性の確保と、外国人投資家

等の保護の観点から、外資規制の株主の外国人等が占める議決権

比率が欠格事由に該当することとなるときにはじめて適用される制度

です。 

・いただいた御意見については上記の法の趣旨を踏まえながら、適

時検討してまいります。 

無 

15 自治体やコミュニティ段階で外国人の権利主張が幅を利かせて

きている中で、コミュニティ放送で外資の間接出資規制を廃止す

るというのは、納得いきませんね。 

【個人】 

・コミュニティ放送に関する間接出資規制の廃止については、コミュニ

ティ放送は放送区域が狭く、県域を対象とする地上基幹放送と比べ

ると相対的に社会的影響力が小さいこと、また、コミュニティ放送の放

送区域では同じ超短波放送の県域放送が重畳していること等の理由

から、電波法及び放送法の一部を改正する法律において改正される

ものであり、今回の省令案は、法律の内容を踏まえ、施行に必要な

規定を整備するものです。 

無 

放送法施行規則等の一部を改正する省令案のうち還元目的積立金に関する規定について 

16 放送法施行規則の一部改正案のうち、還元目的積立金に関す

る諸規定については、概ね妥当と考えます。協会は、この省令

が施行されましたら、この規定および本年１月に公表した「ＮＨＫ

経営計画（2021-2023 年度）※2023 年 1 月修正」（修正中計）に

基づき、着実に視聴者への還元を実施していく考えです。 

一点、修正中計では、災害時等の持続可能性を担保する財政

安定のための繰越金について、「少なくとも 500 億円程度必要」

としております。現在の省令案でも「500 億円程度」を概ね確保

することができると考えておりますが、今後、大規模災害や経済

変化のリスクをより大きく見積もることが必要な状況となった場

合には、省令の見直しをお願いすることも必要になると考えま

す。 

【日本放送協会】 

・賛同の御意見として承ります。

・御指摘の「財政安定化のための繰越剰余金」について、「公共放送

と受信料制度の在り方に関するとりまとめ」（2021年１月 公共放送の

在り方に関する検討分科会）においては、その水準の検討に当たっ

て、 

①1990 年から 2000 年代半ばまで 200～600 億円で推移していたが、

財政上の問題は発生していないこと 

②2011 年の東日本大震災後に際して、繰越剰余金の取崩しは行わ

れなかったこと 

③ＮＨＫは、放送法に基づき放送設備の建設又は改修の資金の調達

のため、経営委員会の議決を経て、放送債券の発行が認められてい

ること 

を考慮する必要がある事情として挙げており、これを踏まえ、本省令

案においては当該水準の上限を「事業支出の８％」と規定したもので

無 
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あり、適当であると考えています。 

 御指摘にあるような「今後、大規模災害や経済変化のリスクをより

大きく見積もることが必要な状況となった場合」等においては、諸事

情を勘案し、「財政安定化のための繰越剰余金」の水準の見直し等

を検討することも必要と考えます。 

その他の意見 

 17 しない方が良いと思います。 

【個人】 

・本改正は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の一部の施

行に必要となる政省令等の整備を行うものです。 

無 

 18 放送法施行規則等の一部を改正する省令案（新旧対照表） よ

り 

ページ 4/173 

改正前 

「第五十八条［同上］２協会及び学園は、廃止又は休止の認可を

受けたときは、遅滞なくその旨を放送によつて告知するものとす

る。」 

は残した方が良いと思います 

【個人】 

・御指摘いただいた放送法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規

則第 10 号）第 58 条の規定は、基幹放送の休廃止の公表に関する放

送法施行規則第 86 条の２が新たに設けられることを踏まえ、規定の

整理を行ったものであり、協会及び学園の廃止又は休止についての

公表は同規則第 86 条の２で規定されています。 

 

 

無 

注：その他、案と無関係と判断されるものが１件ありました。 
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資料６ 

電波監理審議会審議資料

令和５年３月８日

電波法施行規則等の一部を改正する省令案等 

（令和５年３月８日 諮問第１０号） 

（連絡先）

電波監理審議会について

総務省総合通信基盤局総務課

（松田課長補佐、砂川係長）

電話：０３－５２５３－５８２９

諮問内容について

総務省情報流通行政局地上放送課

（竹村課長補佐、橋本係長）

電話：０３－５２５３－５７９３



１ 

諮問第 10号説明資料 

電波法施行規則等の一部を改正する省令案等 

１ 諮問の概要 

FM補完中継局等の一部中継局について、再免許の場合は申請公示を不要とするための省令案について諮問するとともに、令和５年

の地上基幹放送局の再免許等に際し付す予定の条件等について報告する。 

２ 改正又は変更概要 

※必要的諮問事項はゴシック体

・FM 補完中継局等の一部中継局について、再免許の場合は周波数公示を行わないよう規定。【電波法施行規則第六条の四】

・令和５年の一斉再免許を控え、免許等申請書類における様式について、技術的な修正を加えるもの。

【無線局免許手続規則別表第二号第１の注 23 及び注 24、放送法施行規則第七十四条第２項第一号、別表第七の一号第１注２、別

表第八号第１注５、別表第十五号第２】」

・令和５年の地上基幹放送局の再免許等について、当該再免許等の審査、条件等を新規制定。

【地上基幹放送局の再免許等の審査について】 

３ 施行期日 

答申を受けた場合は、速やかに改正予定。 

４ 意見募集の結果 

電波法施行規則等の一部を改正する省令案：０件 

地上基幹放送局の再免許等の審査について：６件 



　別添のとおり

「地上基幹放送局の再免許等に関する審査等についてに係る意見募集」
に対して提出された意見と総務省の考え方

 令和５年１月24日(火)から同年２月22日(水)まで

（１） 放送事業者（３者）
東海テレビ放送株式会社
株式会社フジテレビジョン
株式会社テレビ朝日

（２） 団体（１者）
一般社団法人日本民間放送連盟

（３） 個人（２者）

２　意見提出者（合計６者）

１　意見募集期間

３　提出された意見と総務省の考え方

２



「地上基幹放送局の再免許等に関する審査等についてに係る意見募集」に対して提出された意見と総務省の考え方

番号 意見提出者 提出された意見 総務省の考え方
提出意見を

踏まえた案の
修正の有無

01 個人 外資比率のチェックは、直接の株主だけでなく、間接的な株主の構成についてもしっかりやってほし
いものです。

　本案に対する賛成のご意見として承ります。
無

02 個人 外資比率のチェックは、直接の株主だけでなく、間接的な株主の構成についてもしっかりやってほし
いものです。（再掲）

　本案に対する賛成のご意見として承ります。
無

03 個人 「(3) テレビジョン放送の放送番組の編集及び放送に当たっては、教育番組10%以 上、教養番組20%
以上(総合放送を行うものに限る。日本放送協会の教育放送 の場合は、「教育番組75%以上、教養番
組15%以上」とする。)を確保するため の体制を整備すること。」について4点申し上げる。

＜意見1＞
1つの番組が複数の番組種別を兼ねることがよく見られるが、そのような場合の放送時間の計算の取
り扱いについて明示すべきである。

＜意見2＞
児童向けではないアニメ番組やドラマの中にも、友情・愛情・奉仕の精神など情操について大人が学
ぶことができるものがあるから、社会教育の一環として教育番組として認められるべきである。

＜意見3＞
番組種別の設定は放送事業者が第一次的に策定し、その後視聴者が放送を視聴して判断がなされるこ
とに委ねられるべきものであり、今回の制定でいやしくも国が放送事業者(NHKは除く)の番組種別設
定に安易に干渉することは許されるべきものではない。

＜意見4＞
公共放送と民間放送の二元体制を今後も採用することを踏まえるとともに、NHKが国民の受信料に
よって運営される公共性の高い組織であることを踏まえ、NHKの総合テレビジョン放送については、
教養番組は25%以上とすべきである。また、報道番組について、定量的な基準までは求めないが、現
状22時以降の放送時間が民放に比べて少ないと思われるから、1日を通してまんべんなく放送時間が
確保されることが望ましい旨を明記すべきである。

　再免許等に当たっての条件については、再免許等に係る実際の申請内容等を踏まえて行
います。いただいたご意見は、その際の参考とさせていただきます。
 なお、番組種別については放送事業者が自ら定めるものであり、本案により総務省が番
組種別の設定に干渉するものではありません。

無

 ２　再免許等の条件

（３） 教育・教養番組の割合

地上基幹放送局の再免許等の審査について

 １　再免許等の審査

（３） 外資規制・マスメディア集中排除原則

（1） 外資規制

別添

３



「地上基幹放送局の再免許等に関する審査等についてに係る意見募集」に対して提出された意見と総務省の考え方

04 一般社団法人日本民間放送連
盟

地上基幹放送局の再免許等に向けて示された「地上基幹放送局の再免許等に関する審査等について」
および「電波法施行規則等の一部を改正する省令案」については、次の修正要望１件を除き、妥当な
ものと考えます。
なお前回2018年の地上基幹放送局の再免許の時点から、コロナ禍を経て、行政の事務手続きの簡素
化・合理化が大きく進展していることなどを踏まえ、再免許等の申請の実務においては、提出資料を
できる限り簡素化するなど、申請者の負担軽減を図っていただきたいと考えます。
また総務省においては、再免許等の申請に関して事前に相談があった場合、申請者の事情等を丁寧に
把握し、対応していただきたいと考えます。

放送法は「放送の自律」を保障（第１条第２号）し、｢放送番組編集の自由｣（第３条）を規定してい
ます。
テレビジョン放送の放送番組の編集及び放送にあたり、教育番組１０％以上、教養番組２０％以上を
確保する旨の免許条件を付すとの考え方が示されていますが、放送法の趣旨からすれば、放送番組相
互の調和を実現するための具体的な比率は、放送事業者の自主・自律的な判断によることが原則と考
えます。
また「放送番組の種別の公表」制度に沿って、総合編成のテレビ放送事業者は番組種別や放送時間を
半年ごとに公表していることから、番組調和の履行状況の透明性は、制度的に確保されているところ
です。
したがって同免許条件を付すことは不要と考えますので、削除するよう要望します。

無

05 東海テレビ放送株式会社 ・放送法第一条２項では「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現
の自由を確保すること」と放送の自律を保障し、第３条では「放送番組は、法律に定める権限に基づ
く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」と放送番組編集の自由につい
て規定しています。
今回新たに付す条件として『テレビジョン放送の放送番組の編集及び放送に当たっては、「教育番組
10％以上、教養番組20％以上」を確保するための体制を整備すること』との考え方が示されていま
す。しかし、放送法の趣旨からすると、各番組種別の具体的比率は放送事業者の自主自律に任せるも
のであると考えます。また放送番組の種別については放送法に基づき改編期ごとに公表していること
から、上記条件を付すことは不要と考えますので、削除するよう要望します。

無

06 株式会社フジテレビジョン ２　再免許等の条件「（３）テレビジョン放送の放送番組の編集及び放送に当たっては、教育番組
10％以上、教養番組20％以上を確保するための体制を整備すること」について、放送番組には番組調
和原則によって、種別ごとの放送時間を公表する義務が課せられており、その運用状況が確認できる
状態にある以上、改めて再免許の条件とする必要はないと考えます。放送番組の編集の自由の観点か
らすれば、番組種別の具体的な比率は放送事業者の自主的な判断に委ねられるべきものであり、削除
を要望します。

無

07 株式会社テレビ朝日 〇放送番組の編集及び放送の比率は、放送事業者が自律的かつ柔軟に決定できることが原則であり、
「放送番組の種別の公表制度」に沿って、番組種別や放送時間を春・秋の改編期ごとに公表してお
り、「番組調和原則」の履行に関する透明性は、制度的に確保されております。
〇よって、再免許等の条件として、『テレビジョン放送の放送番組の編集及び放送に当たっては、教
育番組１０％以上、教養番組２０％以上を確保すること』と付すことは不要であると考えます。

無

08 一般社団法人日本民間放送連
盟

地上基幹放送局の再免許等に向けて示された「地上基幹放送局の再免許等に関する審査等について」
および「電波法施行規則等の一部を改正する省令案」については、次の修正要望１件を除き、妥当な
ものと考えます。
なお前回2018年の地上基幹放送局の再免許の時点から、コロナ禍を経て、行政の事務手続きの簡素
化・合理化が大きく進展していることなどを踏まえ、再免許等の申請の実務においては、提出資料を
できる限り簡素化するなど、申請者の負担軽減を図っていただきたいと考えます。
また総務省においては、再免許等の申請に関して事前に相談があった場合、申請者の事情等を丁寧に
把握し、対応していただきたいと考えます。（再掲）

無

09 株式会社テレビ朝日 〇再免許申請の実務については、提出資料をできる限り簡素化するなど、申請者の負担軽減を図るよ
う要望いたします。 無

　いただいたご意見を踏まえ、再免許等申請の提出資料の一部の省略について検討を行います。

注：その他、案と無関係と判断されるものが１件ありました。

その他

　再免許等に当たっての条件については、再免許等に係る実際の申請内容等を踏まえて行いま
す。いただいたご意見は、その際の参考とさせていただきます。
　なお、本免許条件は、地上テレビ放送についてこれまで長年にわたって設けられてきていること
や、国民生活における教育番組・教養番組の重要性等を十分に勘案することが必要と考えます。

４



地上基幹放送局の再免許等の審査について（案） 

 地上基幹放送局（コミュニティ放送及び受信障害対策中継放送を行うものを除く。）

の免許及び再免許並びに地上基幹放送の業務の認定（以下「再免許等」という。）につ

いて概要は下記のとおり。 

記 

１ 再免許等の審査 

  再免許等の申請については、電波法（昭和25年法律第131号）、放送法（昭和25年

法律第132号）、電波法関係審査基準（平成13年総務省訓令第67号）、放送法関係審査

基準（平成23年総務省訓令第30号）等の規定に基づき、次の項目を始め、各審査項

目について審査を行う。  

(１) 無線設備及び基幹放送の業務に用いる電気通信設備が法令に基づく技術基準

に適合していること 

(２) 業務を維持するに足りる経理的な基礎及び技術的能力を有していること

(３) 株主及び役員の構成が外資規制やマスメディア集中排除原則に違反してい

ないこと 

(４) 放送事業者の自主・自律に基づき放送番組の適正が図られる取組や体制が整

備されていること 

(５) 教育番組又は教養番組等放送番組の相互の間の調和を保つこと（日本放送協

会及び民放テレビジョン事業者） 

(６) 災害放送の充実に取り組んでいること（災害時の放送継続対策を含む）

(７) 視聴覚障害者向け放送の拡充に取り組んでいること

 特に災害放送及び視聴覚障害者向け放送の充実並びに基幹放送の業務に用いら

れる電気通信設備におけるサイバーセキュリティの確保に必要な措置が講じられ

ているかについて留意する。 

  また、電波法及び放送法の一部を改正する法律（令和４年法律第63号）により実

効性の確保等の観点から見直された外資規制について、審査を遺漏なく行う。 

 その他、再免許等を受けた後、中波放送を行う特定地上基幹放送事業者及び中波

放送を行う基幹放送事業者の業務の用に設備を供する基幹放送局提供事業者が、経

営判断として基幹放送局（親局）を中波放送から超短波放送へ変更すること（以下

「ＦＭ転換」という。）又はＦＭ転換を伴わず、自身に属する中波放送を行う基幹放

送局(中継局)を廃止することを検討し、将来の事業計画として申請を行った場合は、

当該計画が「ＡＭ局の運用休止に係る特例措置に関する基本方針（令和５年３月※

日公表）」を踏まえたものであるかについて留意する。 

※「ＡＭ局の運用休止に係る特例措置に関する基本方針」の

発表日を記載

5



２ 再免許等の条件 

  電波法第104条の２第１項の規定に基づき、上記１に示した事項を踏まえ、次の

趣旨の条件を付すものとする。 

(１) 電波法及び放送法の一部を改正する法律により実効性の確保等の観点から

見直された外資規制について、免許を受けることができない者となっていない

ことの確認及び変更の届出等の手続きを遺漏なく行うこと。 

(２) 電波法による検査を受検する際に登録点検が実施される場合には、法律で定

められている手続きであるということを踏まえ、適切な体制を整えた上で対応

すること。

(３) テレビジョン放送の放送番組の編集及び放送に当たっては、教育番組10％以

上、教養番組20％以上（総合放送を行うものに限る。日本放送協会の教育放送

の場合は、「教育番組75％以上、教養番組15％以上」とする。)を確保するため

の体制を整備すること。 

(４) 令和５年11月１日から令和７年１月31日までの間における、ＡＭ局の６か月

以上の運用休止を行う際には、上記１の「ＡＭ局の運用休止に係る特例措置に

関する基本方針」に示した要件を充足するようにすること。その場合は、電波

法第76条第４項第１号の規定に該当しないものとして取り扱う（特例措置）。

なお、当該期間終了後、更に運用休止が必要と認められる場合においても、同

じ取扱いとする。

（注）条件付与及び要請については、実際の申請内容等を踏まえて行うものとする。

３ 今後の予定 

令和５年４月下旬   申請受付公示 

５月１日～７月31日  申請受付期間 【３か月間】 

10月 電波監理審議会（申請審査に係る諮問・答申） 

11月１日 再免許等処分 

6



７ 

○ 総 務 省 令 第 号

電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） 及 び 放 送 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 二 号 ） の 規 定 に

基 づ き 、 並 び に こ れ ら の 法 律 を 実 施 す る た め 、 電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に

定 め る 。
令 和 年 月 日

総 務 大 臣 松 本 剛 明

電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

（ 電 波 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規

定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。



８ 

（ 必 要 的 諮 問 事 項 は ゴ シ ッ ク 体 ）

改 正 後 改 正 前

（ 公 示 す る 期 間 内 に 申 請 す る こ と を 要 し な い 無 線 局 ） （ 公 示 す る 期 間 内 に 申 請 す る こ と を 要 し な い 無 線 局 ）

第 六 条 の 四 法 第 六 条 第 八 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。 第 六 条 の 四 ［ 同 上 ］

［ 一 ～ 六 略 ］ ［ 一 ～ 六 同 上 ］

七 同 一 人 に 属 す る 他 の 基 幹 放 送 局 の 放 送 番 組 を 中 継 す る 方 法 の み に よ る 放 送 を 行 う 基 幹 放 送

局 （ 第 二 号 及 び 前 三 号 に 掲 げ る も の 並 び に 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の （ 再 免 許 の 申 請 に 係

る も の を 除 く 。 ） を 除 く 。 ）

［ 八 ～ 十 略 ］

七 同 一 人 に 属 す る 他 の 基 幹 放 送 局 の 放 送 番 組 を 中 継 す る 方 法 の み に よ る 放 送 を 行 う 基 幹 放 送

局 （ 第 二 号 及 び 前 三 号 に 掲 げ る も の 並 び に 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の を 除 く 。 ）

［ 八 ～ 十 同 上 ］

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。



９ 

（ 無 線 局 免 許 手 続 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 無 線 局 免 許 手 続 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る

改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に

対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 下 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。

） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対

象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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改  正  後 改  正  前 

別表第二号第１ 基幹放送局（衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。）の無線局事項

書の様式（第４条、第12条関係）（総務大臣がこの様式に代わるものとして認め

た場合は、それによることができる。） 

別表第二号第１ ［同左］ 

［１枚目～６枚目 略］ 

［注１～22 略］ 

23 22の欄は、事業計画等の欄の事項について、次の表の区別に従い、「別紙⑴～⑼、⒀～⒃

に記載のとおり」のように記載し、（別紙）の該当する□にレ印を付け、別紙を別葉として

提出すること。ただし、同表の右欄の注により当該別紙の提出を省略する場合は、「事業計

画等の欄の記載は、何基幹放送局に同じ」、「事業計画等の欄の記載は、別紙⑺に記載のと

おり、別紙⑴～⑹、⑻～⑽、⒀～⒃については何基幹放送局に同じ」のように23の欄に記載

すること。 

［表略］ 

［⑴～⑻ 略］ 

⑼ 別紙⑼は、放送番組表、放送の目的別種類による放送時間（テレビジョン放送を行う特

定地上基幹放送局等（学園が開設するものを除く。）及び中波放送若しくは超短波放送を

行う特定地上基幹放送局等（協会が開設するものに限る。）に限る。以下この注において

同じ。）及び他から供給を受ける放送番組の放送時間（協会及び学園の特定地上基幹放送

局等並びに臨時目的放送を専ら行う特定地上基幹放送局等の場合を除く。）について、次

のアからオまでの様式により記載すること。 

ア 放送番組表

(ｱ) 超短波放送又はテレビジョン放送を行う特定地上基幹放送局等の場合

Ａ 超短波放送の主音声又はテレビジョン放送の映像に係る放送番組の記載

曜日 
月 火 水 木 金 土 日 

時刻 

計 

合計 

時間   分（   分） 

※字幕付与可能な１週間の放送時間

時間   分（   分）

※権利処理上の理由等により解説を

付すことができない放送番組を除

く１週間の放送時間

時間   分（   分）

備考 

字 時 間 分

（  分）   ％ 

解 時 間 分

（  分）   ％ 

［（注１）～（注３） 略］ 

（注４） 補完放送であつて、テレビジョン放送の映像に伴うものの放送を行う場

［１枚目～６枚目 同左］ 

［注１～22 同左］ 

23 22の欄は、事業計画等の欄の事項について、次の表の区別に従い、「別紙⑴～⑼、⒀～⒃

に記載のとおり」のように記載し、（別紙）の該当する□にレ印を付け、別紙を別葉として

提出すること。ただし、同表の右欄の注により当該別紙の提出を省略する場合は、「何基幹

放送局に同じ」、「別紙⑺に記載のとおり、別紙⑴～⑹、⑻～⑽、⒀～⒃については何基幹

放送局に同じ」のように記載すること。 

［表同左］ 

［⑴～⑻ 同左］ 

⑼ ［同左］

ア ［同左］

(ｱ) ［同左］

Ａ ［同左］

曜日 
月 火 水 木 金 土 日 

時刻 

計 

合計 

時間   分（   分） 

※字幕付与可能な１週間の放送時間

時間   分（   分）

備考 

字 時 間 分

（  分）   ％ 

解 時 間 分

（  分）   ％ 

［（注１）～（注３） 同左］ 

（注４） 補完放送であつて、テレビジョン放送の映像に伴うものの放送を行う場
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合は、字幕放送、解説放送の別を個々の放送番組の欄内に、字幕放送は（

字）、解説放送は（解）と表示すること。この場合において、一の放送番

組で利用方法が複合するときは、それらの利用方法の全てについて表示す

るとともに放送時間を付記するものとし、１週間の総放送時間（字幕放送

にあつては、字幕付与可能な１週間の放送時間とし、解説放送にあつては

、権利処理上の理由等により解説を付すことができない放送番組を除く１

週間の放送時間とする。）について、字幕放送、解説放送の別に、１週間

の放送時間の総放送時間に対する割合を備考欄に記載すること。 

［（注５） 略］ 

［Ｂ 略］ 

［(ｲ)・(ｳ) 略］ 

［イ～オ 略］ 

［⑽～⒁ 略］ 

⒂ 別紙⒄は、見積表及び見積りの根拠について、次の様式により記載すること。

ア 見積表

［（注１）～（注５） 略］ 

（注６） 次の書類を添付すること(地上基幹放送試験局、臨時目的放送を専ら行う基幹

放送局、受信障害対策中継放送を行う基幹放送局及びコミュニティ放送を行う

基幹放送局の場合を除く。) 

［（ｱ） 略］ 

（ｲ） 最近の決算期における計算書類(施行規則第43条の２第２項の規定により提

出済みであるときは、添付を省略することができる。)

［（ｳ） 略］ 

［（注７）・（注８） 略］ 

［イ 略］ 

［⒃～⒅ 略］ 

24 23の欄は、次によること。 

［⑴～⑺ 略］ 

⑻ 22の欄の事項について、23の表の右欄の注により別紙の提出を省略する場合は、「事業

計画等の欄は、何基幹放送局に同じ」、「事業計画等の欄は、別紙⑺に記載のとおり、別

紙⑴～⑹、⑻～⑽、⒀～⒃については何基幹放送局に同じ」のように記載すること。 

⑼ ［略］

［25～32 略］ 

合は、字幕放送、解説放送の別を個々の放送番組の欄内に、字幕放送は（

字）、解説放送は（解）と表示すること。この場合において、一の放送番

組で利用方法が複合するときは、それらの利用方法の全てについて表示す

るとともに放送時間を付記するものとし、１週間の総放送時間（字幕放送

にあつては、字幕付与可能な１週間の放送時間とする。）について、字幕

放送及び解説放送の別に、１週間の放送時間の総放送時間に対する割合を

備考欄に記載すること。 

［（注５） 同左］ 

［Ｂ 同左］ 

［(ｲ)・(ｳ) 同左］ 

［イ～オ 同左］ 

［⑽～⒁ 同左］ 

⒂ ［同左］

ア ［同左］

［（注１）～（注５） 同左］ 

（注６） ［同左］ 

［（ｱ） 同左］ 

（ｲ） 最近の決算期における計算書類(施行規則第43条の３第３項の規定により提出

済みであるときは、添付を省略することができる。)

［（ｳ） 同左］ 

［（注７）・（注８） 同左］ 

［イ 同左］ 

［⒃～⒅ 同左］ 

24 ［同左］ 

［⑴～⑺ 同左］ 

［新設］ 

⑻ ［同左］

［25～32 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 下 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 下 線 は 注 記 で あ る 。
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（ 放 送 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 放 送 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ

部 分 の よ う に 改 め る 。
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改 正 後 改 正 前

（ 認 定 の 更 新 の 申 請 ）

第 七 十 四 条 ［ 略 ］

２ 前 項 の 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 基 幹 放 送 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 書 類 を

添 付 す る も の と す る 。

一 地 上 基 幹 放 送 別 表 第 六 号 か ら 別 表 第 九 号 ま で の 様 式 に よ る 書 類

［ 二 略 ］

（ 認 定 の 更 新 の 申 請 ）

第 七 十 四 条 ［ 同 上 ］

２ ［ 同 上 ］

一 地 上 基 幹 放 送 別 表 第 六 号 か ら 別 表 第 十 号 ま で の 様 式 に よ る 書 類

［ 二 同 上 ］

別表第七の一号（第65条第１項関係） 

［第１ 略］ 

［表略］ 

［注１ 略］ 

注２ 事業計画書の別紙記載等は、次によること。また、同欄の□には、注１の表の区分に

従って該当する事項にレ印を付けること。 

別表第七の一号（第65条第１項関係） 

［第１ 同左］ 

［表同左］ 

［注１ 同左］ 

注２ ［同左］ 

［⑴～⑻ 略］ 

⑼ 別紙⑼は、放送番組表及び他から供給を受ける放送番組の放送時間（臨時目的放送を

専ら行う基幹放送事業者の場合を除く。）について、次のアからオまでの様式により記

載すること。 

ア 放送番組表

(ｱ) 超短波放送又はテレビジョン放送を行う基幹放送の業務の場合

Ａ 超短波放送の主音声又はテレビジョン放送の映像に係る放送番組の記載

［⑴～⑻ 同左］ 

⑼ ［同左］

ア ［同左］

(ｱ) ［同左］

Ａ ［同左］

曜日 
月 火 水 木 金 土 日 

時刻 

計 

合計 

時間   分（   分） 

※字幕付与可能な１週間の放送時間

時間   分（   分）

※権利処理上の理由等により解説を

付すことができない放送番組を除

く１週間の放送時間

時間   分（   分）

備考 

字 時 間 分

（  分）   ％ 

解 時 間 分

（  分）   ％ 

曜日 
月 火 水 木 金 土 日 

時刻 

計 

合計 

時間   分（   分） 

※字幕付与可能な１週間の放送時間

時間   分（   分）

備考 

字 時 間 分

（  分）   ％ 

解 時 間 分

（  分）   ％ 

［（注１）～（注３） 略］ 

（注４） 補完放送であつて、テレビジョン放送の映像に伴うものの放送を行う

場合は、字幕放送、解説放送の別を個々の放送番組の欄内に、字幕放送

は（字）、解説放送は（解）と表示すること。この場合において、一の

放送番組で利用方法が複合するときは、それらの利用方法の全てについ

［（注１）～（注３） 同左］ 

（注４） 補完放送であつて、テレビジョン放送の映像に伴うものの放送を行う

場合は、字幕放送、解説放送、ステレオホニック放送、２か国語放送、

データ放送の別を個々の放送番組の欄内に、字幕放送は（字）、解説放

送は（解）と表示すること。この場合において、一の放送番組で利用方
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て表示するとともに放送時間を付記するものとし、１週間の総放送時間

（字幕放送にあつては、字幕付与可能な１週間の放送時間とし、解説放

送にあつては、権利処理上の理由等により解説を付すことができない放

送番組を除く１週間の放送時間とする。）について、字幕放送、解説放

送の別に、１週間の放送時間の総放送時間に対する割合を備考欄に記載

すること。 

［（注５）・（注６） 略］ 

［Ｂ 略］ 

［(ｲ)・(ｳ) 略］ 

［イ～オ 略］ 

［⑽～⒂ 略］ 

別表第八号（第65条第１項関係） 

第１ 見積表 

［注１～注４ 略］ 

注５ 次の書類を添付すること（臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者の場合を除く。

）。 

［(ｱ)・(ｲ) 略］ 

(ｳ) 最近の決算期における計算書類（施行規則第86条第２項の規定により提出済みで

あるときは、添付を省略することができる。） 

［(ｴ) 略］ 

［（注６）・（注７） 略］ 

［第２・第３ 略］ 

法が複合するときは、それらの利用方法の全てについて表示すること。

この場合において、一の放送番組で利用方法が複合するときは、それら

の利用方法の全てについて表示するとともに放送時間を付記するものと

し、１週間の総放送時間（字幕放送にあつては、字幕付与可能な１週間

の放送時間とする。）について、字幕放送、解説放送の別に、１週間の

放送時間の総放送時間に対する割合を備考欄に記載すること。 

［（注５）・（注６） 同左］ 

［Ｂ 同左］ 

［(ｲ)・(ｳ) 同左］ 

［イ～オ 同左］ 

［⑽～⒂ 同左］ 

別表第八号（第65条第１項関係） 

第１ ［同左］ 

［注１～注４ 同左］ 

注５ ［同左］ 

［(ｱ)・(ｲ) 同左］ 

(ｳ) 最近の決算期における計算書類

［(ｴ) 同左］ 

［（注６）・（注７） 同左］ 

［第２・第３ 同左］ 

別表第十五号（第74条第１項関係） 

［第１ 略］ 

第２ 添付書類 

別表第六の一号、別表第七の一号、別表第八号及び別表第九号の様式のとおりとする。 

別表第十五号（第74条第１項関係） 

［第１ 同左］ 

第２ 添付書類 

別表第六の一号、別表第七の一号、別表第八号、別表第九号及び別表第十号の様式のと

おりとする。 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。
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附 則

こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。



資料７ 

電波監理審議会審議資料

令和５年３月８日

日本放送協会放送受信規約の変更の認可 

（令和５年３月８日 諮問第１１号） 

（連絡先）

電波監理審議会について

総務省総合通信基盤局総務課

（松田課長補佐、砂川係長）

電話：０３－５２５３－５８２９

諮問内容について

総務省情報流通行政局放送政策課

（植村課長補佐、行徳係長、堂上係長、成毛官）

電話：０３－５２５３－５７７８



 
諮問第 11号説明資料 

日本放送協会放送受信規約の変更の認可 

 

１ 諮問の概要  

日本放送協会（以下「協会」という。）から、放送法（昭和 25年法律第 132号）第 64条第３項の規定に基づき日本放送協会放送

受信規約（以下「受信規約」という。）の変更の認可申請があった。 

なお、この認可申請は、ＮＨＫ受信料制度等検討委員会の答申（令和５年２月３日）の結果を踏まえて行われたものである。 

※ 経営委員会が受信規約の変更の議決に当たり実施する、国民・視聴者からの意見募集手続については、放送法施行規則（昭和 25年電波

監理委員会規則第 10号）附則第３項に規定する特例により、実施されなかった。 

（１） 放送受信規約の変更内容及び理由 

受信規約第 12条の２において、「放送受信契約者が放送受信料の支払いを３期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支

払うほか、１期あたり 2.0％の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない」と規定されている。 

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に鑑み、総務大臣の認可（令和２年５月８日付）を受けて、令和２年４月

から令和３年３月までの間の放送受信料について支払いを猶予する措置を講じていたところ、受信料の支払いが困難な受信契約

者が引き続き発生していることから、総務大臣の認可（令和３年３月 10 日付）を受けて、当該措置の対象とする期間を令和３

年９月まで延長した。その後、総務大臣の認可（令和３年９月 13 日付）を受けて、当該措置の対象とする期間を令和４年３月

まで延長し、さらに、総務大臣の認可（令和４年３月７日付）を受けて、当該措置の対象とする期間を令和４年９月まで延長し

た。続いて、総務大臣の認可（令和４年９月 28日付）を受けて、当該措置の対象とする期間を令和５年３月まで延長した。 

今回の受信規約の変更は、今もなお受信料の支払いが困難な受信契約者が発生していることから、当該措置の対象とする期間

を再度延長するため、令和２年４月から令和５年９月までの間の放送受信料については、延滞利息を発生させないこととし、ま

た、延滞利息の発生要件である「放送受信料の支払いを３期分以上延滞したとき」の期間に通算しないこととするよう、協会の

放送受信規約について規定の整備を行うものである。 

なお、政府は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを５月８日に見直す方針を示しているが、位置づけが見直さ

れたとしても、国民生活および国民経済への影響が直ちになくなるわけではなく、支払いを猶予する措置を終了する場合は、当

該措置の期間が長期化していることも踏まえ、事前の周知期間を十分に確保したうえで丁寧に対応していく必要があること等か

らその措置を延長するものである。 

１ 



 

（２） 変更しようとする条項 

変更案 現行 

付則 

（新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた延滞利息に関

する措置） 

１６ 第１２条の２の規定にかかわらず、令和２年４月から令

和５年９月までの間の放送受信料については、支払いを延滞

した場合であっても、同条に定める延滞利息は発生しない。

また、当該期間は同条に定める３期分以上の延滞に通算しな

い。 

付則 

（新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた延滞利息に関

する措置） 

１１ 第１２条の２の規定にかかわらず、令和２年４月から令

和５年３月までの間の放送受信料については、支払いを延滞

した場合であっても、同条に定める延滞利息は発生しない。

また、当該期間は同条に定める３期分以上の延滞に通算しな

い。 

 
※現行放送受信規約付則第 11 項は、2023 年1 月18 日付で総務大臣に認可された変更により、2023 年 4 月1 日付で第16 項となる。 

 

（３） 事業収支に及ぼす影響 

今回の放送受信規約の変更に伴う支払猶予は時限的な措置であり、協会の今後の事業運営に影響を及ぼすものではないと 

考えている。 

 

２ 施行期日 

令和５年４月１日から施行する。 

 

３ 審査の結果 

本件は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、協会において実施する延滞利息に係る特例措置の期間を延長するものであり、

現下の新型コロナウイルス感染症の状況、及び受信料の支払いが困難な受信契約者の発生の状況に鑑みて、妥当なものである。また、

今回の契約条項の変更により現在の特例措置の内容が変更されるものではなく、協会の事業運営に影響を及ぼさない範囲で行われる

ことから、申請のとおり認可することが適当であると認められる。 

２ 



資料８ 

電波監理審議会審議資料 

 

令和５年３月８日 

 

 

 

 

九州朝日放送株式会社に係る認定放送持株会社の認定 
（令和５年３月８日 諮問第１２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （松田課長補佐、砂川係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省情報流通行政局地上放送課 

                         （竹村課長補佐、橋本係長） 

                         電話：０３－５２５３－５７９３ 
 



 
 

九州朝日放送株式会社に係る認定放送持株会社の認定 

１ 諮問の概要  

九州朝日放送株式会社（代表取締役社長：和氣 靖）から、放送法（昭和 25年法律第 132 号。以下「法」という。）第 159条第１項

の規定に基づき、認定放送持株会社に係る認定の申請があった。 

審査の結果、関係法令に適合しているものと認められることから、認定放送持株会社の認定を行うことについて諮問する。 

 

２ 申請の概要  

申 請 対 象 会 社 
九州朝日放送株式会社 

（令和５年４月１日付けでＫＢＣグループホールディングス株式会社に商号変更予定） 

代 表 者 
代表取締役社長 和氣

わ け

 靖
やすし

 

（令和５年４月１日付けで森山二朗（現同社専務取締役）が就任予定） 

資 本 金 ３億８千万円 

主 な 出 資 者 
株式会社朝日新聞社、昭和自動車株式会社、株式会社テレビ朝日ホールディングス、東映株式会社、

株式会社三井住友銀行 

子 会 社 と な る 

基 幹 放 送 事 業 者 

九州朝日放送分割準備会社株式会社※ 

（地上基幹放送事業者（テレビ・ＡＭラジオ）） 

関 係 会 社 と な る 

基 幹 放 送 事 業 者 

大分朝日放送株式会社 

（地上基幹放送事業者（テレビ）） 

 

※ 令和５年４月１日付けで「九州朝日放送株式会社」に商号変更し、申請対象会社から免許承継予定。 

 

 

 

 

諮問第 12号説明資料 １ 



 
 

３ 審査の概要  

 本申請について、法第 159条第１項及び第２項、放送法関係審査基準（平成 23年総務省訓令第 30号。以下「基準」という。）第 18

条(1)～(6)の規定に基づき、以下の審査項目について審査した結果、いずれも適合しているものと認められる。 

 

◯ １以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とし、又はしようとする会社であって、２以上の基幹放送事業者

をその関係会社とし、又はしようとするものであること。 【法第 159条第１項・基準第 18条(1)関係】 

◯ 申請対象会社が、株式会社であること。 【法第 159条第２項第１号・基準第 18条(2)関係】 

◯ 申請対象会社が、基幹放送事業者でないこと。 【法第 159条第２項第２号・基準第 18条(3)関係】 

◯ 申請対象会社の子会社である基幹放送事業者及びこれに準ずる者の株式の取得価額等の合計額の当該申請対象会社の総資産の額

に対する割合が、常時、100分の 50を超えることが確実であると見込まれること。 【法第 159条第２項第３号・基準第 18条(4)関係】 

◯ 申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。 【法第 159条第２項第４号・基準第 18条(5)関係】 

◯ 欠格事由に該当しないこと。 【法第 159条第２項第５号・基準第 18条(6)関係】 

 

 

２ 




